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は じ め に

昭和59年 9月14日午前 8時 49分長野県木曽郡王詭村を震源とするマグニチュー

ド6.8の長野県囮部地裳が発生した。

各地の裟度は、 4＝甲府、飯田、諏訪等、 3＝名古屋、伊良湖、岐阜、長野等、

中部地方を中心に、関東、関西、中国地方にわたる広い範囲で揺れを感じた。

特に震源地の王滝村では推定虚度 6という烈虞になり、大規模な土石旅等が発生

し、死者・行方不明者 29名という惨事となった 0

今回の地震の特徴は、御岳山 8合目付近から発生した日本最大規模の土石流と、

松越・滝越両地区での土砂崩壊により、死者・行方不明者 29名中 28名という惨

と、木曽桧で有名な人工造林地に大被寓をもたらしたことであり、改めて山間地1こ

おける山崩れ、がけ崩れ等の土砂災害の恐ろしさを痛感させられた。

本県においても、三河山間地を始めとして、土石流等の災宵発生危険箇所が数多

く存在しており、今回の災寓から危険箇所の災害対策の再検討等、学ぶべきものが

多くあるものと考えられる。

今回の調杏は、 9月26・ 27日愛知県地震対策ブロジェクトチームを中心として

現地調査を実施し、その結果をとりまとめたものである。いくつかの制約のもとに、

取り急いでまとめたものであるので不十分な面も多いと考えられるが、この調杏報

告が県民の生命と財産を守るための地裳対策を推進するうえで少しでも役立てばと

考えて作成したものであり、防災関係機関など各方面の参考にしていただければ

いである。

昭和 59年 11月

愛知県総務部長

甲斐ー政
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御岳山八合目附近七石流発生場所
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松越地区土砂崩壊全景 （中日本航空の空中写真）

滝越地区土砂崩壊全景 （中日本航空の空中写真）
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2. 調 査 方 法

(1) 9月26日午前 8時、シープ 2台で愛知県庁を出発。 第 1班は、午前 11時

40分長野県木習地方事務所へ到紆し、関係者の説明を受けたのち、木曽郡王

龍村役場へ向う。午後 2時 10分王滝村役場に到着、関係者の説明を受けたの

ち、村内の被憲~状況を調杏した。

゜第 2班は、被災地へ直行し、午後認時20分王揺村役場に到沼、関係者の説

明を受けたのち、村内の被寓状況を謁沓した。

(2) 9月 27日午前 8時 30分宿舎を出発。木曽郡王詭村の被害状況を謁査し、

午後 2時 30分帰庁した。
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第 2 章 長野県の概要

¥: 
1. 地質概観 （「長野震災対策計画」による）

長野県は、糸魚川・静岡線によって東西に二分されている。東側は地形的に低

く地質も新生代後期の新期岩府が1旱い。西側は飛騨山脈・木薗山脈，赤石山脈が

そびえ、地質的にも先第三紀のいわゆる古期岩類が広く露出する。両者の檄界付

近には姫川の谷、松本盆地、諏訪盆地などの低地が細長く横たわっている。とく

に、松本・諏訪の盆地には第四紀肘が1厚く堆梢している。

このような地形や新生代1日の分布の地域的特徴は、大部分新生代後期とくに第

四紀（過去約 200万年）の地殻述動によってもたらされたものである。このよう

な若い地質時代の地殻迎動は日常的な忍味での「現在」も作用しつづけており、

その迎動による地殻の歪は時に大地震を発屯させる。また、この連動による陥起

地域には急峻な地形ができ、沈降地には未固結の厚い・地府が堆栢する。これらはい

ずれも時として大きな災寓の発生源になり、あるいは災寓の多様性をもたらす。

そのような若い地質時代に活動した断／日の分布密度や若い地質時代に生じた土

地の隆起・沈降・変形の程度は、長野原内でもその地万どとにことなっている。

このような若い時代の地盤変動の差異、したがって若い時代にできた地質構浩や

地形の差異にもとづいて、長野県を区分すると次のようになる。そのような地域

区分が歴史地震のおこり方とよい対応があることはよく知られている。

① 信越摺曲区（主に屈川・信談川流域）

② 中央隆起楷（河東山地一芙ケ原高地）

③ 小諸安定区（ほゞ千曲川流城）

④ 佐久山地安定区（佐久山地）

⑤ 飛騨隆起帯（飛騨山脈）

⑥ 木伯隆起僭（木曽山脈）

⑦ 赤石隆起楷（赤石山脈と伊那山脈）

以上の各地区の境は、地形や新生代地府の性質の変わり目である。それが漸移

している場合（たとえば②と③）もあるが、多くの場合、そこには砦い地質時代

に活動している断府が発達していて明賄な「断府，！廿」になっている。信猿川断I目

帯、糸魚川・静岡断四帯、伊那谷断lt'l-il}、木習谷断府帯はそのようなものである。

これらは長野県の四大断府帯ということができる。
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御岳火山地質略図（小林武彦， 1971一部省略）

（「日本地方地質誌中部地方改訂版」より）
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覇査者：山崎睛雄・酉田幸司；岡田

鸞正

使用空中写真：
CB-75•9Y / CB•72•13Y 

凡例
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→ 活断層であると推.,..,..,. ---
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（葎実度 II)

活断層の疑のある
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（蹟実度 Ill)

00000000地震断屑
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一
地形面の傾き下る方
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地震

: :I：/i:：人参上煎l

御岳山1恥辺地域の活断的分布図（活断I図研究会編「日本の活断府一分布図と史料」より）
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2. 長野県における大地震による崩災の記録

長野県においては過去、幾度も による崩腐集中級雨による崩災及び単

発型の崩災に見舞われているが、それらのうち、大地震によるものぱ次のとおり

である。（「長野県震災対策計画」による）

(!) 内陸の地質

ァ． 887年 8月26日の信殴北部地震

辰央と規模： 138.1 °E、 36.6°N、M=7.4 

主被災地：信涙北部

叫蘭れ、河を塞ぎ、のち決壊して北部 6郡で被‘]了、流死が多かった。辺央

・規殷・被災の様子といい、 1847年の弘化善光寺地虚と酷似している。 iii

災の艮体的場所はわからないが、地設水を生じた崩壊は、洪水被害の広さか

らみて犀/11沿岸の可能性が高い。

ィ． 大町組地衷 1714年 4月28曰

央と規模： 137.8°E、 36.7°N、M=6.4 

災地：大町と姫川流城

姫川沿いの谷で地すべり性隕炭が発中し、 /IIを塞いだ。 場所は千日坪の

沢。 1918年の大111]地虚よりは北方に虚央と被災地がある。

ゥ． 遥山地四 1718年 8月22日

と規秒'!: 137. 9°E、35. 3°N、M=6. 4 

主被災地：辿山、飯田

南信謀村和田の盛平山（森平山）大崩壊し、 /J竹上は辿11.i/liを集いだ。その

後天然ダムは欠壊し、土石流、汎水流は下流の河床を高めかつ広めた。今の

皮i11瀬部格を成立させる広い河恥がtじた。巾央構造綜沿いの破砕僭にある

この付近にぱ今でも崩塊がきわめて多いが、それはこの地震の彩聾かもしれ

ない。

工． 1751年 5月20日 西頸城地万の地設

1央と規模： 138.l0E、 37.1↑:、 M=6.6 

主被災地：越中・越後

松代領内でも 14所も 1じくずれが発生した。

ォ． 善光寺地震 1847年 5月8日

震央と規模： 138.2°E、36.7°N、M=7.4 

主被災地：信談北部と越後西部

崩災をはじめ、歴史時代の地設のうち、もっとも被街が大であった。

ヵ． 1886年 7月23日 信越国燒付近の地狐

震央と規模： 138,5氾、 37.05°N、M=6.1 

主被災地：信越国境に近い信漿JI¥筋

この地域で山くずれ発生c
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キ． 1890年 1月 7日 屈川流域の地震

震央と規模： 137.95v E、 36.45°N、M=6.3 

主被災地：犀川流城

犀川丘陵（中山山地）一帯でかなりの山くずれ、地すべりが生じた。

ク． 1894年 6月 20日 東京地方の地震

震央と規模： 139.9°E、 35. 7°N、M=7.5 

主被災地：東京湾北岸地城

長野県下でも南佐久地方で崩災が発生した。

ヶ．大町地震 1918年 11月 11日

震央と規模： 137.9°E、 36. 4°N、M=6.1、 2回

主被災地：大町付近

中山山地北西部と飛騨山地高瀬川流域で山くずれが発生したらしい。

コ．松代群発地震 1965年～ 1976年

震央と規模：松代付近の善光寺平、 M=6.4 (全地震のエネルギーを換仰

したもの、一回の地虚の最大M=5.4) 

主被災地：松代付近

松代付近に湧泉による特異な地すぺり性崩壊が発生（牧内、西平山、桐久

保、加賀井）。

また、中 l且山地東部の茶臼山地すべり地では、地下水位の変動が著しくな

り、移動速度が増した。

以上の直下型地震による朋災の記録を通覧すると、次のような諸点が指摘で

きる。

（力 長野県下の浅発地震の発生は、従来から注目されたとおり、北信のいわ

ゆる信越摺曲帯に密集する。この周辺山地（飛騨山地北部、中山山地、西

頸城山地、筑限ー上信山地）の崩壊、地すべりはこの地域の大地震と深く

関係する。

（イ） M=6以上の浅発地震で大きな崩壊が発生したり、山くずれが多発する。

しかしMが 7以下では震央付近をのぞき顕著ではない。 7以上になると、

善光寺地震の例に照らしても明らかなとおり、広い範囲に多数の地すべり

性崩壊、山くずれが発生する。この地震の影榔は、その崩土の地すべりと

いう形で現在にまでひきつづいている。

（ウ） M=6以下の地震では、震動そのものは大きな崩壊・地すべりを誘発す

る危険が少ないが、むしろ地下山脈を攪乱させ新しい湧水のしぽり出しな

どによって地すべり性崩壊を発生させる。

なお、小規模の地震でも、地すべり述動の活発化を促したり、斜面物質

の剪断抵抗を徐々に減少させるなどの面で、その後の崩壊の素因と考えら

れる場合が多い。
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(2) 南海トラフに由来する巨大地震

ァ．宝氷地震 1707年 10月28日

震央と規模： 135.9°E、 33.2°N、M=8. 4 

主被甚地域：東海道、幾内、南涌逝

有名なわが国最大級の地震の一つ。長野県内では南信（飯田市）で被寓が

大きく、中信や北信でも家屋の傑壊がみられた。山地の崩災についての記録

は県ドではみられないが、安倍川の大谷附もこの頃大きく崩れたとの記録が

あることから、赤石山地の南部や中部にある大規模な崩壊のうち、こうした

巨大地裳に関係して発生したものがある可能性がつよい。

ィ．安政東海地震 1854年 12月23日

と規模； 137.8°E、 34. 1°N、M=8. 4 

主被宵地域：東海道、東山、南溺道

長野県下に災害を生じた南海トラフ系の巨大地設のうち、最大の影靱を与

えた地震である。虚央が長野腺に最も近かったためであろう。山地の崩災 1こ

ついては、恵那山、蓼科山、八ケ岳、松代近傍、信州新町などで山くずれ・

地すぺりが多く発生したと記録されている。

このほか相模トラフ系の巨大地震である元緑地震 (1703 年）や大1•l：：関東地

誤 (1923年）、さらに東南洵地震 (1944年）も、県下に多少の虚寅を与えた

が、著しい胆災を招くにはいたらなかった。しかし、これら巨大地震と原下

の崩災や被災地域との関係については注目すぺき次の 2点がある。

切 宝氷地震の際に述べたように、赤石山地に分布する巨大刷壊はこうした

南洞トラフ系の巨大地震に関連して発生した可能性が強いこと。（奥山で

あるため文困記録があまり残されていない）

（イ） こうした巨大地震の場合には、震央から離れた地城でもとくに虚動の激

しい、いわゆる異常震城がみられることがある。すなわち、安政東海地虚

の際の松本付近、東南海地震の際の諏訪付近がその例である。これはこれ

らの地域の地盤がとくに設災をうけ易いからではなく、震源の深さとその

上盤にあたる地殻の構追によってきまるものらしい。
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第 3章 長野県における被害地震の記録

被害地震年代表 （「長野県震災対策計画」より）

番 西 暦
， 

主な 裳央の
発震時

北東 緯経
MI 被 害 の 概 要

号 （日本暦） 被害地域

76 2. 6. ， 美狽・飛騨~ 137. 3 被害不詳。罹災者に対し 1戸につき穀物
I 天平 7. 4 

（ 宝字 6. 5. 9) ・信濃 35. 6 2糾を賜った。

841 137. 8 培屋が倒壊した。同年 2月13日以前の
② 侶浪 6. 7 

（承和 8 ） 36. 6 地震。

887. 8. 26 138. l 山崩れ、河を塞ぎ、のら決壊して北部 6
R 信潤北部 7. 4 

（仁和 3. 7. 30) 36. 6 郡で被害、流死が多かった。

長さ 22問、幅 l間半ほどの地割を生じ
1432 

④ 伊那 た。（この場所は現在の下伊那郡天竜村
（永享 4. 9. ) 

福島に当る。）

元禄地鎚 小県郡塩田で沿家 II、死馬 I、
1703. 12. 3 1 江戸•関東 139. 8 

5 2時 8. 2 宮の池の厚さ 7寸はどの氷みな割れた。
（元禄 16.I I. 23) 諸国 34. 7 

高遠城破担、伊那地方で沿家があった。

宝永地要 山本・竹佐で被害大きく、改

家約 300、半没 55、死者 5人。飯田で洪
l 7 0 7. l 0. 28 [35. 9 

6 14時 五幾七道 & 4 家 70（含土蔵）、半沿 168（含土蔵）、
（宝永 4.10. 4) 33. 2 

松代で沿家 80、死者あり。南北両安公郡

にも潰家があった。

大町付近に被害甚しく、全半壊 300余、

1714. 4. 28 137 8 死者 56人、山くずれのため姫川満水し、
⑦ 22時 大町 6. 4 

（正徳 4. 3.15) 36. 7 殴家の多くは流失。長野で石垣くずれ、

石塔倒れる。

R 
17 18. 8. 22 信浪南部・ 137. 9 伊那遠山谷で山くずれ、飯田長久寺の唐

15時 6. 4 
（享保 3. 7. 26) 三河 35. 3 門倒れた J 松本で十数日余虚を感じた。

l 7l 8. l 0. 5 138. 4 
⑨ 飯山 、6.2 城ならびに民家、欠破損。多少疑わしい。

（享保 3. 9. 12) 36. 9 

高遠城の石垣おびたたしく崩れる。諏訪

172 5. 8, 14 138. 1 および郷付のうち 36か村で沿家多数あ
⑩ l4時 裔遠 6. l 

（享保 10. 7. 7) I 35. 8 り。杯方で大地心、上田・北安孤地方で

I 強瓜セ感じた。
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番 西 暦 主な gら央の
発震時 東経 M 被 害 0) 概 要

号 （日本屈） 被 害 地 域 北緯

17 48 

⑪ 
（ 延享 5 7. 26) 

15時ころ 閻遠 ー邸遠城破拍。

党延 l

17 51. 5. 20 138 1 松代で城殴拍。領内全体で沿家 45、半泊

12 
究延 4

2時 越中・越後 6. 6 

（ 宝歴 l 4. 25) 37. 1 32、山抜け 14ケ所、死者12人、傷者42人

179 l. 7. 23 松本城の塀 30間倒れ、多くの町家土蔵

⑱ 20時 信濃・飛抑
（寛政 3 6. 23) の堅に［じ裂が入る。

I 841. 4. 22 138. 5 

14 12時すぎ 院河 6. 4 松本で酒屋・紺屋に被古あり c

（天保 12. 3. 2) 35. 0 

善光寺地簗震災地を通じ死者 12.000人、

泊家 34,000、焼失 3,500とLヽう C 山くず

1847. 5. 8 信濃北部及 138. 2 

⑮ 21時 7. 4 れ松代領内で 42,000、松仁領内 I,900カ

（弘化 4 3. 24) 越後 西部 36. 7 
所。屈Illが堰jI:められ数十か村が水没し

た。 4月l3日に決壊洪水を＇ヒじた。

1841. 5. 1 3 松代で尼飾山の大岩崩れ洛ちる。

I 
16 l2時とろ 越後頸城郡 6. 5 

（弘化 4. 3.29) 城下に段家なし。

I 8 53. l. 26 138. l 

⑰ 信瞑 北部 5. 9 埴科郡上五明村にて 3P:i倒壊

（屈永 5.12. I 7) 36. 5 

安政東海地震 飯田で1荻担家 589。松本

1854.12.23 I 京甜~京止 137. 8 で1i'l家 52、半壊 76、焼央 91、死者 5人c

18 嘉永 7 9時とろ 8. 4 

（ 安政 l 11. 4) •南海諸逍 34. l 松代滞で任家全壊 l52、半壊 576、死者

i 5人。諏訪でも多くの沿家があった。

I 
松代城下で半壊・大破あり。村々で家が

I 858. 4. 23 138. 2 沿れ、半壊になり傷者あり。山中筋で1U

⑲ 8時ころ 松代 5. 9 

（安政 5 3. JO) 36. 6 崩れ、地裂あり。城内別状なし。

上伊那で有感。

18 58. 5. I 7 

⑳ 諏訪 上諏訪で 3~4軒つぷれる。疑わしい？

（安政 5.4. 5) -1 
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番 西 暦 主な 霰央の
発霰時 東経 M 被 中Tコ・ の 概 要

号 （日本歴） 被害地域 北 緯

東頸城郡仁上村で土蔵 4破損。上水内郡

I 886. 7. 23 信濃川筋 138. 5 昭岡村で家屋・土蔵の倒壊 2、傾斜 3。

⑪ 1時ころ 6. 1 

（明治 l9 ） 信越国境 37. 05 その他道路・石垣の破損、山崩れあり。

野沢温泉とまる。

東筑摩、生坂村で家屋・土蔵の損多く、

山崩れ、道路破担、石碑 80-90彩倒る。

北安袋郡広碑村で山崩れ、家屋傾斜、山
1890. l. 7 137.95 

＠ 15時43分 犀川流域 6. 3 腹の土地に亀裂を生じた。更級郡信田村
（明治23 ） 36. 45 

•上水内郡津和・小川・北小川村などで

壁に亀裂・落石・石碑倒れる等の小被害。

北小川村で死者 1。

濃尾地震家屋全壊 l、半壊 5、死者 l、
1891.10.28 136. 6 

23 6時38分 岐阜•愛知 8. 4 楊者 2、道路破担 18。その他山崩れ、
（明治24 ） 35. 6 

橋梁捐落各 1。

189 2. 9. ， 東筑部郡 寿村にて家屋破担、屋根石落ち、石碑倒

⑭ 1時42分
（明治 25 ） 寿村付近 れる。

1894. 6. 20 139. 9 南佐久地方の千曲川沿岸に記裂・崩壊し
25 14時04分 東京湾北部 7. 5 

（明治27 ） 35. 7 た所多し。

須坂、上高井地方で家屋破損、総石転倒
1897. l. 1 7 上高井郡 138. 2 

⑮ 5時36分 6. 3 地割等の小被害があった。 4月30日(16

（明治30 ） 千 曲 川 36. 6 
時02分）再震。

仁礼付仙仁地成で石垣崩壊、岩崩れ、壁

1900. 7. 25 上高井郡 の剥落ち、土神の小亀裂等あり。 8月中

＠ 17時29分 5. 0 

（明治33 ） 仁礼村付近 旬まで数十回の鳴勁を伴う余震が続いた。

群発地震。

1912. 8. 17 138.25 上田で土地の氾裂 3、土壁・石垣の崩壊

⑬ 23時22分 上田付近 5. 7 

（大正 l ） 36. 4 6、屋壁の破拍序あり。

大町地要 震害は大町および付近 5ケ村

＠ 
1918. 11. 11 2時58分 137. 9 に限り、家屋全壊 R、半壊破損 2.852_ 

大町付近 6. l 

（大正 7 ) 16時03分I＇ 36. 4 非住家全壊 l6、小断府あり。 2回目の方

が強かった。
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番

号

30 

31 

⑫ 

⑬ 

⑭ 

35 

36 

＠ 

⑮ 

西 暦 主な
震東北央経緯の発震時 M 被 害 の 概 要

（日 本 暦 ） 被害地域

野沢温泉地方で強震。温泉湧出し口の閉
1919. 3. 29 138. 5 

7時41分 越後中部 5. 6 止したものあり、石垣崩壊、天井墜落等
（大正 8 ） 37, I 

の軽微な被害あり。

19 23. 9. I 139. 3 関東大地震 千曲川上流城と諏訪付近で
11時58分 関東南部 7. 9 

（大正 12 ） 35. 2 家屋全壊 45、半壊 176。

1941. 3. 7 138. 4 下高井郡穂波村および夜間瀬村等で岩石
12時00分 中 野付 近 5. 0 

（昭和 16 ） 36. 7 ・土砂が崩壊した。

I 941. 7. 15 138. S 死者 5人、住家全壊 29、半壊 115、非住
23時45分 長野市付近 6. 2 

（昭和 16 ） 86, 7 家全瑕 48、半壊 122。（長沼地震）

1943. 10. 13 138. 2 死者 1人、住家全嬢 14、半壊 66、非住
14時42分 野尻湖付近 6. I 

（昭和 18 ） 36. 8 家全瑕 20、半壊 50。（古問地震）

I 944. 12. 7 136. 2 東南海地震諏訪市で全壊 13、半壊 49、
13時35分 熊野灘 8. 0 

（昭和 19 ） 33. 7 異常震域とみられる。

新潟地震 千曲川下流の沿岸地帯で軽微
1 964. 6. I 6 新潟県 139. 2 

13時01分 7. 5 な被害あり、傷者 2人、住家半壊 4、一
（昭和39 ） 粟島付近 38. 4 

部破損 25、鉄道被害。

松代群発地震地震が始まってから、

19 76年末までに松代で有感 68、097回、

1 9 6 5. 8. • 8 ~ 震度 V9回、『 50回。被害を伴った地
松代町

（昭和40 ） 霞は 52回。全体で楊者 15、全漿 10、半

瑕 4、山（がけ） ＜ずれ 60件。

地震の全エネルギーはM=6. 4に相当。

信濃町・飯山市・豊田村・三水村・木島
1968. 9. 21 138, 3 

7時25分 長野県北部 5. 3 平村等で軽微な被害あり。但者 2、住家
（昭和43 ） 36. 8 

一部破担 217。

（注） 1. 地名は当時のもの。

2. 番号欄の数字に0印のあるものは、県内に震央のある地震、それ以外は県外に震央0)

ある地震を表わす。
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第 4章 防災面からみた王滝村の概要と災害記録

（「王滝村地域防災計画」による）

1. 自然的条件と災害要因

(1) 地婆

王滝村は長野県の最西端に位骰し、 昭和 54年に有史以来といわれる噴火を

した霊蜂御岳の南山絃に広かる山村である。北西部は御岳に連なる山々によっ

て岐阜県飛騨地方と県廃をなし、南部は大桑村、上松町、東部は三岳村に接し

ている。総面梢は 317.71 kmで県下で 3番目の広さであるが、 9 2形は出林で

その内の 83彩は木曽ヒ／キに代表される国有林である。

地質は東部が粘板岩、チャートからなる古生I習、西部は眼飛流紋岩とよばれ

る古期火成岩よりなっている。

河川は御岳ほかを源流とする急峻な渓流がほとんどであり、それが合流して

村内の中央部を西から東へ流れる王揺川をなしている。王龍／IIには、三浦、

詭川（施越）、牧尾の三つのダムが造られ、中京関西、都市謡の屯力、水資栃

として大きな役割をになっている。これらのダムは当村のみならず，く卜流域の

他の町村にとっても、防災上非常に碩嬰な位骰を占めている。

集落は 10集落約 450戸が王詭川により形成された河岸段丘状の領斜地に散

在しているっ

(2) 位 1四

所在地 北緯 I東経 海抜

王詭村役場 1木曽郡王詭村3623番地 I35° 48勺ざ;I 137°33115" 938切

!3) 気 候

王廊村は本州のほぼ中央部に当たるため、内陸性気候に属するが皮期多雨、

冬期少雨の表日本式気候の特徴をも兼ねそなえている。平均気温（昭和28年～

昭和 53年）は 10.3℃と榔めて低く 10月中旬には早祀があり、 5月中旬に晩霜

か降りることが多い。平均年降水瓜（昭和27年～昭和54年）は 2,486累と比較

的多く日雨屈 100駕以上の級雨が年間 20日以上もあり、河川の増水等による

被也も多い。

降雪は 11月中旬に初雪があり、 4月中旬まで降ることがあり、 凍指害、冷

にも見舞われることが多い。常風は炭期が東よりで冬期は北西風である。

（4¥ 自然的条件による災害要因

地震＝県域的には、火山帯に加えて 2本の地かく構造線が走り、これらを

中心にして発生が予想されている。また村域的には昭和 54年に噴火活動を突
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然始めた御岳山及び岐阜県檄付近には阿寺活断／図（山口村付近から岐阜県付知

町を経て下呂町へ至る活断府）があり、近い将来に発生する可能性が高いとさ

れている東海地震による影態等を予想した充分な対策が必要である。また昭和

51年から昭和55年にかけて王滝村を震源とする一連の群発地震が発生したが、

時を同じくして起った御岳山の火山活動に直接結びつくような科学的な資料は

少なく原因については不明である。

2. 社会的条件と災害要因

(1) 人口、集落

急速に過疎化現象が進み昭和 55年度には、 1,786人（昭和 55年国謁人口）

と、この20年間に約半分に減少した。 大別して 8つの各集落は比較的近距離間

にまとまっている。

(2) 産業

客細な製林業と兼業する観光産業がその基盤であり、産業別就業人口でもサ

ービス業は 23彩（昭和 55年国調）と大きな割合を占め、今後も増加基謁にあ

る。また村の振興策もあって、観光シーズン (7、 8月の御岳登山、 12月～ 3

月のスキー）の村内入込み客も年々増加している。

13) 交通

当村はもよりの国道 (19号線）及び国鉄駅（木曽福島駅）まで約20kmという

条件下にあり、県道御岳王滴黒沢線が現状における唯一の他町村との連絡路で

ある。

(4) ダ ム

本村はその地形的好立地に加えて広大な森林をかかえ、降水屈も多いことか

ら早くから中京都市圏の用水及び屯力賢源として注目され、現在関西屯力（株）

の三浦ダム、王詭川ダム（龍越）及び水資源開発公団の牧尾ダムの三つのダム

がある。

(5) 社会的条件による災害要因

ァ．地虚等の広域災害時の孤立化

唯一の村外への幹線道路である県道御岳王滝黒沢線はその大部分が急斜地の

切取り道路であり、橋梁や隧道も多く、大地震等の場合は通行不能となり、

村外からの早期の救援活動は期待できず、長期間孤立状態になることが予想

される。

ィ． ダムによる影脚

川床が上昇し、水害が発生しやすい。また三甜ダムは阿寺活断府にこ＂く近

く、大規模地震あるいは直下型の地震から受ける影態が考えられる。
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3. 過去の主な災害記録

災害の柿類 I名 称 発生年月日 被害の概要

地 唄火 漿尾地虚 1明治 24.10. 28 王龍村推定裳度 4~5

募石等が倒れる。

御岳嗚動明治 25. 4、 1 I御岳嗚動

三浦地震！昭和 27. 5. 18 マグニチュード 4,3 
＇ 地獄谷の大崩落、濁川、赤川、

白川の合流点が上流へ移動、後

の砥雨により大凪の土砂が流出

iする，
I 

群発地震：昭和 51年～ 55年! 51. 9. 21 M 4. 2 M 4. 3 

53. 10. 7 M 5. 3 を含む

I りこ：二：
；御岳唄火 1昭和 54.10. 28 降灰により山小屋登山道が被災I 

し、二の池、王施！II、牧尾ダム

が大屈の火山灰の流入により汚

せんされた c

賢料（王詭村誌、森田幸太郎・木曽の明治百年、

気象庁記録外半場千秋氏日記）
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第 5 章 長野県西部地震の概要

1. 地震の発生及び震度分布

発生日時 昭和 59年 9月 14日午前 8時 48分 50.2秒

震 源 長野県西部（王滝村） （北緯 35°47！、東経 137°31へ深さ 0km) 

規 換 マグニチュード 6.8 

虚度分布 位2度 4（中虞）1

甲府・諏訪・舞鶴・飯田

I震度 3（弱震） 1

津・前怖・東京・静岡・京都・長野·輸島・浜松・岐阜•松本

伊吹山・旦丘〗三］・高山•福井・大阪・奈良・御前崎・三島・
四日市・豊岡·匝亘亘］•富山・熊谷・秩父・河口湖・横浜・
彦根

1震度 2（軽裳）1

千葉・大島・鳥取・金沢•岡山・館山・高田・宇都宮・敦賀・

軽井沢

1震度 1（微虚）1

水戸・小名浜・上野・西郷・尾鷲・相川・新潟・和歌山・網代

松代・米子・神戸・石廊崎

脚紛伽

び肉 ＾匹（コ l...Ill 父●，．．．

抄‘ら宗

戸パ岡炉見＇収山 0 -三.”̂ 3記'6 -

の □の四~¥晨央~JPT&i阜繁吟③梓

麿
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名古屋地方気象台における強震計の記録

8時 49分04.9秒
下

＝ー＝』l=＝＝—一↓干 1＼菰四叩‘四←——
8時49分05.1秒

三一て讐］秒
北

9, 9晴翠戸亨寧晒芦戸亨西

2. 長野県西部地震（本震）による愛知県内各地の揺れ（昭和59年9月14日午前8時49分）

観 測 地 加速度 震 度 備 考 観測 地 加 速 度 震 度 備 考

気象台（名古屋） 力）レ 3 中区丸の（罪内産后） ガ)Lヽ 3 簡易震度計

” （伊良湖） 3 中村区稲上町 4 ” 
県 庁 6 階 46 轄翡問素 油 島 市 3 99 

新城市消防本部 61 ” 飛島村 (3箇所） 4,④．③ 9, （注2)

豊橋市南消防署 20 ，， 豊田市八庄町 4 ，， 

県海部事務所 34 ，， 西尾市戸ケ岡 4― 

，， 

”知多事務所 40 ” 小牧市藤島 4 “ 
99 西三河事務所 91 ” 渥芙郡田睛賄也況［ 3 ，， 

犬山市消防本部 11 ” PTK-300H 豊橋市岩田町 4 ，， 

名古池屋防市災センター 18 “ MED-JS明豊 新城市浅谷 4 ，， 

“ 沌防局指令センター 23 “ DAS-314 蒲郡市大塚町 4 ，， 

” 24 ” 交通局本郷駅 HGA-2 岡崎市大門 4 ，， 

” 40 ” “ 日進工場 半田市乙川源内休 ” ，， 
19 ” ” 栄駅 常滑市蒲池町 4 ” 

南設楽郡鳳来町 15 
，， 
明石ADA-2B 額田郡額田町控山 3 ” 

嗜開翁隠務所 25 “ ADA-2 幡豆郡吉舟屑須智 4 ” 
千種区煎山 3 簡易震度計紐1) 翌明市阿野町 4 ” 
港区役所 3 ” 知多諏育知裂町豊浜 4 ” 
（注） （I) 簡易震度計は，愛知工業大学飯田汲事教授が県内 20か所に設四したもの。

(2) 飛島村の簡易震度計のうち， Ofllは付設岡のもの。
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3. 余震の状 況

愛知県における有感の余設

発生日時 震 蔀 マグニチュー t：： 各 地 の 震 度

59. 9. 14 北緯 35" 47' 3 裔1J1

12:50 東経 137"28' 5, 2 2 浜松・岐阜•四日市・飯田

深さ 11 k討 l 四亘］ •1 伊良栂l l •静岡
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 

59. 9. 15 北船 35° 461 3 匝四亘日市ロ・静岡・岐阜・縣llI・甲府・

7:14 東経 1 37 # 2’/' 6. 2 9 計!•飯田・諭品・諏訪・秩父。

探さ 0km 
； i 彦根

2 屈御前回綺 ・酋山・豊岡・伊吹山網代•福JF・
•千策・前揺§ ・浜松・京都・舞

！ 節・河口湖・三島・敦賀・大阪・伏木

東京

1 松本・熊谷，翡田會届骰•長野・横浜

i 
水芦・石廊崎令銚子・小名浜・軽井沢

大島・奈良

59, 9, J 5 北緯 35'47' 3 岐阜

7:39 束経 137'27' 5. 6 2 国根国，東京・縣1J」・甲府・飯田・諏訪，彦

深さ 2 k紺
Ii ・大阪
l 尾唸・邸質」・京都・河口湖・静岡・敦

賀•松本・四日市・浜松・律・富山・
長野・御前崎・大島・輪島・三島・

L-呪

I 59, 9, 15 北緯 35" 46' 3 飯田
’~ 9:06 東経 137'28' 5, 3 2 翡山

探さ 2 k阻 l 匠亘］，富山•松本・岐阜

59. 10、 3 北緯 35" 42' ＇ 3 飯田

9: 12 東経 137° 36' 5, 5 2 福井叶兵松し諏訪疇甲府

深さ l0 kg l 巨•静岡・津・岐阜・京都・輪
島・琵根・敦何•長野・横浜・閥山・

熊谷・舞曲・阿口問•四日市

※ 「誤源」及び「マグニチュード」欄の数字は、当初発表されたものを修正している（気象庁

による） 0 

心鴫鴫● 1， 一



飯田における時間別地震回数（気象庁による）
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※ 昭和元年以降のこの地域の地虞活動は、昭和 53年から 54年にかけての群発

地震、昭和 53年 10月7日のマグニチュード 5.3の地震が主なものであったが、

今回の地震は、マグニチュード 5以上の地震としては、それ以来のものである。

（参考）

王滴村中越・野口地区磋石の転倒率

（基礎地盤コンサルタント株式会社 長野県也部地震による被害状況の速報による）

御岳山における降雨鼠

月日 降雨駄（尻り

9/ 1 な し

9/ 2 4 

9/ 3 11 

9/ 4 12 

9/ 5 19 

9/ 6 な し

9/ 7 な し

9/ 8 な し

9/ 9 119 

9/ 10 10 

9/11 1 

9 / 12 な し

9/ 13 1 

9/ 14 38 

9/15 5 

9/ 16 6 （長野地方気象台調べ）
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4, 長野県西部地震の特徴

0 土石流による犠牲者が出た。

山間地の直下型地震により、震源近くでいくつかの土石流等が発生し、死者

14名、行方不明者 15名（昭和59年10月18日現在）を出す惨事となった。

被害地帯一帯が厚い火山灰に殺われた軽弱地盤である。御岳山の噴出物が約

5万年の間に厚い四として栢もり、軟かい地質を形成していたところに地震の

衝撃があり、いたるところで土砂崩壊が発生した。

特に死者 13名を出した松越地区及び死者 1名、行方不明者 3名を出した爵

越地区の土砂崩壊と、御岳山の八合目（標高2.800メートル）から伝上川、濁沢川

の谷筋を流出した土石流（一説には粉体流ともいわれている）は、木曽桧をな

ぎ倒し、 100メートルを超す小山を突き崩し、下流の王滝川をせき止め、ダム

湖を造り、行方不明者 12名を出した。この土石流は 1千万Iがとも 2千万IIf と

も言われ、日本最大規模のものとなった。
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第 6章 人、住家被害等の概要

1. 長野県西部地震市町村別被害状況（昭和59年 10月31日13時現在）

ご
人的被害 住 家 等 の 被 害

死 負
被害総額

住 家 非住家

偏
一破 部損 床没 水上 胃7[ 全半壊・

者 者
全壊 半壊

（人） （人） （祠） （棟） （棟） （棟） （棟） （棟） （棟）

王滴村 不タヒ明者 114 5 5 22,336,900 14 73 340 

木曽福島町 209,708 30 

上松町 1 69,109 1 

南木酋町 8,863 12 

楢川 村

゜
1 

木祖 村 1,500 6 

日 義村 7,500 5 

開田村 36,020 4 

三岳村 1,168,093 84 

大桑 村 2 21,190 34 

山 口村 〇

諏訪市 2,800 

伊那市 195,454 

高遠町 35,000 

辰野町 5,000 

南箕輪村 50,000 

飯田市 2 100 

松川町 98,130 

豊丘村 77,500 

上 村 60,000 

松本市 31,650 

明科町 120,000 

生坂 町 68,000 

池 田町 100 

豊 野町 20 

ムロ 計
死者 14 10 24,(3()2,637 14 73 517 
不明 15
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農業関係 林業 関 係 公共土木 水道施設 商工関係 教育関係 その他

被 害 被 害 施設被害 被 害 被 害 被 害 被 害

（千円） （千円） （千円） （千円） （千円） （千円） （千円）

310,600 9,704,500 11,324,900 82,500 746,940 124,290 43,170 

11,800 
I 

7,000 94,800 200 500 10,893 84,515 

5,000 

゜
38,400 500 24,429 400 380 

100 

゜ ゜
150 5,153 3,460 

゜
゜ ゜ ゜ ゜ ゜ ゜ ゜
゜ ゜ ゜ ゜ ゜

1,500 

゜6,000 

゜
1,500 

゜ ゜ ゜ ゜9,000 500 23,000 100 2,800 620 

゜125,900 415,400 588,600 1,040 32,050 3,500 1,603 

7,200 

゜ ゜
500 13,490 

゜ ゜゜ ゜ ゜ ゜ ゜ ゜ ゜
゜ ゜ ゜ ゜ ゜ ゜

2,800 

2,000 192,000 

゜ ゜ ゜
200 1,254 

゜
35,000 

゜ ゜ ゜ ゜ ゜5,000 

゜ ゜ ゜ ゜ ゜ ゜
゜

50,000 

゜ ゜ ゜ ゜ ゜
゜ ゜ ゜ ゜ ゜

100 

゜
゜

98,000 

゜ ゜ ゜
130 

゜
゜

77,500 

゜ ゜ ゜ ゜ ゜
゜

60,000 

゜ ゜ ゜ ゜ ゜
゜

30,000 

゜ ゜ ゜
1,650 

゜
゜

120,000 

゜ ゜ ゜ ゜ ゜
゜

68,000 

゜ ゜ ゜ ゜ ゜
゜ ゜ ゜ ゜ ゜

100 

゜
゜ ゜ ゜ ゜ ゜

20 

゜482,600 10,857,900 12,071,200 84,990 825,362 146,863 133,722 
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2. 災害救助法の適用状況

(1) 適用市町村と適用日時は次のとおりである。

9月 14日 午後 3時 30分 王滝村

(2) 救助の種類と適用期間

ァ．避難所の設置 9月14日 10月25日

ィ．炊出しその他による食品の給与 同 上

ゥ．飲料水の供給 9月 14日 9月27日

工．被服・寝具等の給与 9月14日 10月 3日

ォ．障害物の除去 同 上

カ．行方不明者の捜索 9月 14日 11月 2日

キ．応急仮設住宅の設置 9月 14日 10月 3日

ク．住宅の応急修理 9月 14日 10月 13日

ヶ．学用品の給与 9月 14日 9月 28日

コ．教科書の給与 9月 14日～ 10月 13日
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第 7章 災害対策本部設猶状況及び県、市町村の対応措置

1. 災害対策本部設置状況

(!)市町 村

(2) 県

13) 国

王泥村地誤災害対策本部

三岳村地震災害対策本部

木曽地虚県災害対策本部木曽地方部

木曽地震県災害対策本部

木曽地設県災害対策本部現地対策本部

9月 14日 午前 9時

9月 14日 午前 9時 45分

9月 14日 午前 10時 30分

9月 14日 午後 0時 3()';J

9月 16曰 午後 7時

昭和 59年 (1984年）長野県西部地設非常災冑対策本部

9月 16日午後 1時 10分

（国土庁内）

2, 県の対応

59. 9. 14 

10:30 o木曽地震県災雷対策本部木曽地方部設附

0 緊急部長会議を開itliし、各部局緊急配備体制に入る

10: 50 o知事から自術隊に災雪派逍要諮

12: 00 o第 2回緊急部長会議開佃

12: 30 o木曽地虚県災害対策本部設1r，'i

0 陸上自術隊王滝村へ出動

13: 00 o知事現地視察

59. 9. 16 

19:00 o木曽地震県災害対策本部現地対策本部設置

59. 9. 17 o政府調査団（国土庁長官始め 16名）に局地激甚災書の早期指

定及び被古中小企業者に対する政府系査金の特別措附につい

て陳梢

59. 9. 18 o通商産業省へ王施村で流出した火薬類（爆薬 72.5 kg、屯気

雷管 380個）の回収のため、専門技術者の派遣要請

59. 9. 19 o副知事災害復旧対策に関する国への陳梢のため上京

0 通商産業省の火薬専門技術者立会で埋没していた爆薬を全屈

回収
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3. 市町村の対応措置

(1) 王滝村の対応措附

59. 9. 14 

9:00 0 地震災害対策本部設置

10:14 〇全戸に対し避難命令

10:22 0 県知事に対し自衛隊災害派逍要請

12:30 0 自衛隊松本駐とん部隊第 13普通科連隊出動

13:00 0 知tli現地視察のため来村

15:30 0 災害救助法適用

59. 9. 17 0 政府調査団（国土庁長官始め 16名）現地災害謁西のため来村

0 自民党謁査団（松岡団長外）来村

59. 9. 18 〇建設大臣現地災古謁査のため来村、村長災専復旧対策に関し

陳梢

59. 9. 20 0 県議会iE副議長及び各代表現地視察のため来村

59. 9. 21 0 参議院災害対策特別委員会（安永委員長外）現地視察のため

来村

59. 9. 22 0 消防庁長官現地視察のため来村

0 王詭小中学校の授業再開を決定

59. 9. 25 o衆議院災害対策特別委員会（佐腺姿貝艮外）現地視察のため

来村

0 王詭小中学校授業再開

59. 9. 26 o林道施設災害復1f1事業任定始まる

（製林水産省、林野庁の査定官 9/29まで）

（注 消防団による行万不明者の救助捜索等の活動状況については、第 10沿：

消防団の活動状況を参照のこと。）

（2) 王龍村における梢報の収集、伝逹等の状況

ァ．防災行政無線

県防災行政無線網により、県庁、県木曽地方市務所と村との間に防災無線

が設附されていた。

しかし、近隣 4町村との共同使用のため、県庁の各部局や他市町村との通

話が交錯し、詳しい被宮状況の報告が遅れた。

ィ．有線放送

地震により、村役場にある有線放送の基地局は故障。また、屯柱も傾恙、

屯線はズタズタとなり有線設備は使用不能に陥った。

ゥ．屯話

621ある加入屯話のうち、 435の宜話は被習を受けなかったが、殺到する
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見舞屯話等に回線不足状態となり混乱した。

4. 避難命令の実施状況と誤報

(1) 避難命令

ァ．昭和 59年 9月 14日午前 10時 14分、今後さらに土砂崩れが起きる危険が

あるとして、王滝村全域の住民に避難命令を出した。

ィ． 9月 15日の午後、 80オ以上の老人及び病人 106人を危険がないようにと

自衛隊ヘリにより木曽福島町にある老人憩の家へ移転させた。

(2) 誤報

昭和 59年 9月 17日午前 8時 50分、王爵村発令の「避難準備」指令により

混乱が起きた。

この原因：よ、王詭村を東西に固く王詭川に巨大な土石流でできたダム湖のえ

ん堤の土砂が、下流にせり出し危険との村対策本部の偵察ヘリの報告を受け、

村対策本部が有線放送により「避難準備」指令を流した。

住民の中には、「避難準備」を「緊急避帷」と誤解して学校や車で村外へ避

帷した者もあり、一時混乱した。

しかし、再調査の結果、えん堤は動いておらず、危険がないことが判り改め

て「自宅待機」を有線放送により流した。

5. 今後の課題

防災t翡報の収集・伝達体制を一的強化するため、災害情報や避難方法を無線で

同時通報できる「同報無線」の整備が必要に思われる。
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第 8章 自衛隊の 災害派遣

王詭村村長は、 9月 14日午前 10時22分、 自術隊の災害派追を長野県知事に~

要請。

要請を受けた長野県知事は、午前 10時 50分、自衛隊法第 83条に基づき、

村への災害派迎を要請した。

この要請により、自衛隊松本財とん部隊第 13普通科連隊及び第2特科大隊等か

ら旅迎された人員、脊槻材は次のとお hである。

1. 行方不明者の捜索

(1) 人 員 250名

(2) 使用資機材 車両小型 2 （当初大型 2台持参したが、逆路狭あいのた

め使用不能）

1 住民の避難空輸

(1) 人

(2) 使用資機材

305名

小咆ヘリコプター (OH-6)

9/14 ~ 22l t|1型ヘリコプター (HU-1) 

大型ヘリコプター（パートル）

岱）避難状 況

2機（宇都宮第 12飛行隊）

4機（立川東京ヘリ隊）

2機（木更湘第一ヘリ団）

ァ．爵越地区の住民 117名、名古届市民休暇村の徊泊客 60名をそれぞれ［詭

4中学校グランドヘ空輸

ィ．高令者を王泥村から木曽伽島町へ空怖
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第 9章 長野県警察の活動状況

1. 応急対策

(1) 警備本部の設骰

9月 14日午前 10時 30分、長野県警察地震災害警備本部を設岡した。

(2) 道路、交通対策

牧尾ダムの左岸を通る県道御岳王詭黒沢線が松越地区で土砂崩壊によって、

大又川に架る新大又橋もろとも押し流して通行不能になったため、右岸を通る

唯一の村道 1号線の入口にパトカーを配骰し、既設林道の補修完了後、王滝村

への一般車両については林道への迂回誘郡の措置をした。

13) 通信手段の確保

王滝村の駐在所に設置してある警察電話は、土砂崩壊により途中の回線が断線

して不通となり、一般屯話も一部断線とふくそうにより通話不能となった。そ

のため、王滝村ヘパトカーを入れて移動局としたが、通信不能箇所があるため

アンテナを建てて、王滝地区と全県とのネットを確保した。

なお、滝越地区方面は、それでもなお通信不能のため、滝越地区にもアンテ

ナを建てて通信を確保した。

(4) 情報の収集、被害調査

長野県瞥、自衛隊及び民間のヘリコプター等により被害調査、＇情報の収集を

した。

(5) 行方不明者の捜索、辿体の収容

土砂崩壊により 13人の行方不明者が出た松越地区に大鼠の捜索員を動員し、

自衛隊、消防団、地元住民と連挑をとり、行方不明者の捜索、収容、追体の身

元確認などを実施。 9月 20日からは王詭川上流の氷ケ瀬地区での行方不明者

の捜索を開始した。

(6) 防犯活動

王滝小中学校、国民宿舎御岳荘、二子持公民館、王滝保育園、高齢者コミュ

ニティセンターの避難場所での相談受付、警戒瞥ら等の防犯活動をした。

2. 緊急輸送道路の確保

王詭村へ通ずる唯一の道路は、牧尾ダム右岸の村道 1号線のみで、この道路は

道路幅員が狭いうえ、村役場のある左岸へ架る水岩怖が吊橋で軍凪物の渡橋に限

度 (14t未満）があるため、村道 1号線進入口に警察官、パトカーを配骰して、

緊急輸送路として確保した。
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3. 問題点及び今後の課題

山間地被害の場合、道路欠壊による通行不能、回線）レートの断線による情報収

集伝達に支1僻を生じ、孤立化のおそれがあるため、無線霜話の配骰、ヘリコプタ

テレビシステムの充実などを促進する必要がある。
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第 10章 消防団の活動状況

王滝村を含む長野県木曽郡の町村は消防本部署が未設岡の町村であり、火災消火

や救急等の消防活動は消防団により行われている。

また、長野県では県下の市町村の災害時における相互応援の徹底を期すため、市

町村を 10ブロックに編成した長野県広域消防相互応援協定を締結しており、今回の

災害においても、地元王滝村消防団のほか、この協定に基づき行方不明者の捜索活

動を隣接町村等の消防団が応援している。

なお、王滝村における消防団の活動は次のとおりである。

1. 火 災 1件（営林署貯木事務所）

2. 救急車の出動 な し

3. 広報活動 消防車のスピーカーによる避帷を主とした広報を実施した。

4． 行方不明者の捜索 次表のとおり。

消防団による行方不明者捜索状況

斤 分 王 滴 村 応援市町村 備 考

9月 14日 70 人 0 人

15 70 

゜16 70 

゜17 64 

゜18 54 

゜19 21 150 

20 25 150 

21 54 150 

22 54 150 

23 37 392 

24 53 391 

25 50 

゜26 20 

゜27 20 

゜28 20 

゜29 20 

゜30 43 584 

10月 1日 25 

゜2 25 

゜3 25 

゜
雨天のため作業中止

4 

゜ ゜5 

゜ ゜6 15 

゜7 86 1, 016 

8 

゜ ゜， 
゜ ゜10 

゜ ゜11 

゜ ゜
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5. 問題点及び今後の課題

今回の地震では火災の発生は 1件（営林署貯木事務所）で自然鎮火しているが

道路が各地で寸断されたため、万一火災が多発していれば、その消火活動に重大

な支障をきたしたと予想される。これは、救急活動についても同様であろう心

本県においても三河山間地をかかえ、同様の事態におちいる可能性が予想され

るから、ヘリコプター等による空中消火、救急出動の体制をととのえる必要が

ある c

なお、本県下に備蓄されている空中消火用育機材は次のとおりである。

林野火災時の空中消火用資機材備蓄一覧

梱別 空巾間火 Ill 狂機材 保 速

巾散 混 組 1]ヽ ホ 吸 税； /i!I 

型布 立
吸 胃 絡

動 第ア 股 府

ヘ 合 水 カ I 水 —ン

り抜 ボ
リ モ 打 色

場 窓

そ 二

ン ンゥ

機閲名 ＂｝肘 傑 ぅ プ ス 符 酸ム 刑 剤 所 口

（台） （台） （台） （台） （木） （木） (kg) (/(9) (kg) 陸上目ni隊第10 笈'lll駄総務部ii11Jj防

12 5 5 5 広！ 5 4 800 7OO 10 
特科述隊 災課

愛 知 県
961-2111 

陸粕上函科日迎術隊隊筍
ャ陸第/．＆7t6．部自1防術-隊衛21第班91 10師団

I小 SI 12 5 5 5 23 5 4， 蜘 700 JO 
｝ヽ

I 4 8 l20 新城柑林署 (05362) 2 - 1101 

名古民営林局 6 ， 11 4 16 8 3. OOO 蜘 10 岡続 ” （四） 51-o527 

／ 熱Ill木材販売J肝 （052)邸 I 75ll 

1,Jヽ；1I 6 ， 12 5 公） 16 3, I幻 綱 10 

il 18 14 

＂ ＂｝ 43 21 7， 吻 1,300 20 
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（ 参考）

10 ブロック編成（長野県広域消防相互応援協定書抜粋）

0 佐久ブロック

小諸市、佐久市、軽井沢町、御代田町、立科町、望月町、臼田町、佐久町、

小海町、北御牧村、八千穂村、浅科村、北相木村、南相木村、南牧村、

川上村

0 上小ブロック

上田市、真田町、東部町、丸子町、長門町、青木村、武石村、和田村

0 諏訪プロック

諏訪市、岡谷市、茅野市、下諏訪町、原村、富士見町

0 上伊那プロック

伊那市、駒ケ根市、辰野町、箕綸町、高遠町、飯島町、南箕輪村、宮田村、

長谷村、中川村

0 下伊那ブロック

飯田市、鼎IIII、松川町、高森町、阿南町、上郷町、大鹿村、下条村、泰阜村、

上村、平谷村、根羽村、閤丘村、森木村、消内路村、刷智村、浪合村、

南信股村、売木村、天竜村

0 木曽プロック

木曽福島町、上松町、南木曽町、楢川村、木祖村、開田村、日義村、三岳村、

王詭村、大桑村、山口村

0松筑プロック

松本市、塩尻市、明科町、四賀村、本城村、坂北村、麻禎村、坂井村、

波田町、山形村、朝日村、生坂村

0安暴ブロック

大町市、盟科町、穂高町、池田町、奈川村、安暴村、梓川村、三郷村、

堀金村、松川村、八坂村、美麻村、白馬村、小谷村

0 長野ブロック

長野市、須坂市、更埴市、上山田町、坂城町、戸倉町、小布施町、．信州新町、

嬰野町、信談町、大岡村、高山村、牟礼村、三水村、戸闊村、鬼無里村、

小川村、中条村、

0 高水ブロック

中野市、飯山市、山ノ内町、木島平村、栄村、野沢温泉村、豊田村
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第 11章 電話 の通話状況

1. 電 話 の 不通

木曽福島町～王滝村間の主回線は、王滝!II左岸の県道御岳王滝黒沢線沿いに

電柱を設骰していたので、今回の松越地区の土砂崩壊により断線不通となった。

一部確保されていた回線も、王詭村への見舞塙話等が殺倒したため、同村への屯

話がかかりにくい状限になった。

2. 影響

山間地の地震災害情親の収集に当った県木曽地方事務所、県警木曽福島署では

屯話の不通により事務に支障を来たした。県許では、瞥察電話も不通のため、パ

トカーを現地に派逍し、警察無線によって初期の情報収集に当った。

3. 問題点及び今後の課題

地設発生直後には、問い合せや見舞いの湛話が殺到して通話がふくそうするた

め、防災関係機関の11闘報収集伝逹にも支節を生じる。

今回のように屯話回線の断線不通の場合、無線しかないが、山間地の遺波仰害

もあるため、事前に中継アンテナを設骰するなどの措lt}をしておく必要が痛感さ

れた。
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第 12章 電力施設の被害と復旧状況

1. 被害状況

推定震度 6といわれた王滝村では、いたるところで土砂崩壊が発生し、軍柱の

倒壊・折肌、配屯線、引き込み線の断混線など大きな被害を受け、王詭村全域約

500戸が停電したが、その被害状況は次表のとおりであった。

被害状況

2. 復旧状況

9月 14日

被

屯

柱

電

線

凰炉

込 サI
みこヽ

吋'" 
内

倒

折

傾

滅， 閥

低

滅

不

滅

断 混

滅

午前 9時 中部屯力卿長野支

店及び松本営業所は、木曽福島

営業所に地震災害復旧本部を設

箇し、延べ 500名を動貝、復旧

活動を開始した。

王滝村入口付近の道路は、土

砂くずれや道路欠壊により車両

の通行が不能のため、配屯線の

被災状況などを把握するため、

ヘリコプターによる巡視を実施

した。

その結果、道路欠壊数箇所あ

り通行不能で、復旧作業には被

災地への要貝、資材の投入のた

め大型ヘリコプターを出動させ

容 数

壊 16 

拍 3 

斜 21 

失 22 

圧 50 

圧 40 

失 62 

良

失

線

失
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て空輸作戦を展開した。一万、

11時村道 1号線の開通により、

待機中の復旧隊は村の中心部に

向い復旧作業にかかった。

午後 3時 15分 村の中心部

150戸に送電。

午後 6時 31分 御 岳 高 原 の

一部 (50戸）を除く 450戸に送

9月 15日

午後 0時 10分 早朝からへ

リコプターで要員と資材を空輸

して、最後の復旧作業を開始、

御岳高原の 50戸に送屯、被災

設備の仮復旧を完了した。
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第 13章 水道施設の被害状況

1． 王滝村水道の概要

王龍村の水道は、主要な集落毎に、詭越・九蔵・御岳高原，王詭の 4つの簡易

水道から成っており、村の総人口およそ 1,300人、水道の普及率は約90%となっ

ている。

給水屈としては、村役場のある王泥及びその固辺地域に給水する王滝簡易水追

の日平均給水凩が、 500屈／日程度である。

水源は全て湧水であり、王滝簡易水道のみ大又・溝口の 2箇所から羽水してい

る。水質は椰めて良好であり、滅歯処即のみで各戸給水している。

2. 被害状況

王詭村の被害状況としては、被杏箇所 11箇所、被曹額 2低円程度と推計され

ている。

これらの被害のうち主なものは、

① 塩ビ管（碍水管）の離脱

② 石綿符（配水管）の破狽

③ 道路橋添架管の流失

であり、ほとんどが管路の特定部分に発生している。

特に、石綿管部分の配水管路の破損が著しく、これが部落内の主要な配水管に

使用されていたため、復旧作業に手間どったようである。

しかしながら、その外の鋳鉄管等による配水管部分あるいは、構造物について

はほとんど被害を受けていない。

また、数字に表われない被書として、水源濁度の上昇がある。

これは、地哀により、水源の屁水濁度が上昇し、滅歯だけでは飲用に適さなく

なってしまったもので、濁度が落ちつくのに 1週間から 10日程要した。

なお、この水源の濁度上昇は、地盈発生直後ではなく、 1日ぐらいたってから

発生した。

3. 応急対策

地震による導・送水管の破損により給水不能となったが、即、下記のような応

急給水体制が確立された。

農業用水等他の

水源から取水

簡易炉過器 (3台、 1台当り

→ 1能力 1.391i／時閻程度）に
よる炉過
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これら、応急給水に必要な機材については、木曽禍島町はじめ近隣の市町村か

ら応援を受けた。

地震後、大多敬の村民は、一時、村内の避難場所に避難していたので、ここに

点的に給水することで比較的スムーズに飲料水は確保されたようである。屈的

には、炉過器の能力からみて 1人 1日20~ 30 ¢程度であったかと思われる＜

なお、給水単については、自衛隊からも更に 2台提供されたが、結局、使用す

るまでもなかった。また、王詭村に搬人された簡易炉過恭は 6台であったが、

際に使用可能だったのは 3台であった。

ただ、ここで問題として残ったのは、飲料水としての水は確保されたが、日常

蛇口をひねれば水が出るという状態とは異る不便さを強いられ、住民の＂水”に

対する実感としては、 ＂水不足”という状態だった。

そこで、マスコミとの応対に、「水が定りない」という表現になり、これが、

即、報道されて、現地の状況を把握しきれないでいる県当局を、「飲料水が足り

ない」ということで、あわてさせた一硲もあった。

その後、被害箇所の応急復旧及び水源の回復、 9月20日に処狸能力 350戒／日

の炉過器を設附したことにより、翌 9月21日から、一部高台等では水の出が悪い

ところもあるが、区城内の 90,lる程度の地区に給水を開始することができた。

4．復 I日状況

被害が主に忠・配水管に発生していたため、この部分については、塩ビポリエ

チレン管を消火栓あるいは、空気弁等に接続して、路上にて仮配管で対応した。

この手法だと、璽機等による掘削・埋戻等の土工事の必要がなく、塩ビポリエ

レン管も人がたやすく持ち運べる程度の霞散であるので、ある一定区間内で何箇

所破損しているかわからない、石綿管部分の応急復旧には非常に有効であった。

しかしながら、水道の復旧は、①水を通さないと破損箇所がつかめない。また

②これらの作業には、人手を要する。という問題があり、他の町村から人員の応援

を受けたとはいえ、配水区域の拡大には時間と手間を要した。

5. 問題点及び今後の課願

（］） 今回の地震による王龍村の震度は 6と推定され、東海地震による愛知県内に

おける最大裳度に匹敵するものである。

それにもかかわらず、前記したように、水道施設としては石綿管，塩ビ管は

地震に対する弱さを示したものの、他の水道施設については、ほとんど被害を

受けず、地震後 1週間程度で給水区城の 909るの範囲まで過水できたというこ

とは、王詭村の特殊性を割り引いてみても、ライフラインとしての水道施設に

強い信頼を覚える。
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これらのことを考えあわせると、地震による被害は、やはり地盤・地質・構

造等が要因となっている、地震に弱いある特定の部分に生じるように思われる。

そのため、今後、水道施設の耐虚性を高めていくには、きめの細かい調査で

これら特異な場所を洗いだし、個々に、その対応策を謡じていく必要があると

思われる。
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第 14章 医療救護等の活動

1. 被害状況

王滴村内にある唯一の国保王詭診療所が地裳のため建物が一部破損し、中にあ

った薬品棚が転倒して薬品が散乱したため、医療施設としての役に立たなくな

った。

2． 仮設診療所の設置

村立王滴保育園の一部を仮設診療所とし、医師 1名、看護婦 1名により医療の

確保を図り、医薬品については、木曽地震県災害対策本部木曽地方部から 33品目

を搬送した。

3． 支援体制の確立

Ill 県立木曽病院

地震発生直後に、救急患者の受入体制をとり、併せて、仮設診旅所へ救護班

tl1動のため、阪師 2名が待機した（王滝村での負傷者は 5名と少なく、出動の

必要がなかった）。

(2) 医師会

木曽地虚県災苫対策本部木曽地万部は、万ーに備え、木曽郡灰師会に対して

協力を要訥した。

4．防疫

伍民の避難場所となった王揺小中学校、国民侶舎御岳荘、王滴保育園、裔齢者

コミュニティセンター、二子持公民館の周辺には石灰、クレゾールを散布して防疫

にあたった。 ＇、ヘ
和i/‘工し •, r 

5. 保健指導

住民の保健指祁のため、県木曽保健所の保健姉 2名が王滝村に派逍された。

一方、木曽福島町の老人憩の家へ避難した裔齢者 37名については、同町の保健

姉等が保健指群についた。

6. 問題点及び今後の課題

(1) 地震時における医療活動の中心となる医療施設については、耐裳化を検討す

る必要がある。

(2) 停屯、断水時における診療体制の確立について検討する必要がある。

13) 薬品等の転倒、散乱を防止するための保管方法を検討する必要がある。
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第 15章 火薬・高圧ガス施設の被害状況

1. 火薬類関係

(1) 被害状況

2級火薬叩 2棟流出（奥田工業（株J所有）

被災場所 王詭村九蔵

流出火薬類 爆薬 72.5 kg 屯気雷管 380個

(2) 保安対策

ァ．流出火薬類について

県は奥田工業（株Jに対し早期回収を指示するとともに、 9月 18日通商産

業省へ専門技術者の派逍を要諮。翌 9月 19日その立会いのもとに埋没して

いた爆薬を全鼠回収、安全な場所へ保管した。

なお、流出した屯気宙管については発見できないため、川筋を定期的に探

索させるとともに、下流住民に対し危古予防の徹底を図ることにした。

ィ． その他の火槃類について

王泥村内には、流出火薬印以外に 3箇所 6柚の火薬印があったが、 9月15

日、 16日の両日に安全な場所へ移した。

2， 高圧ガス関係

(1) 被害状況

高圧ガスに係る爆発等の事故は発生していない。

(2) 保安対策

LPガスの甜えい等による二次災憲を防止するため、次のとおり販売業者に

よる液化石油ガス設備の点検謁査（気密試験方法）を実施するとともに、住民

に対し LPガスの再使用上の注忍事項等を1闘知した。

点検実施戸数 9月 15日 254戸

13) ,r／i給対策

9月 16日

] |• 

150戸

404戸

情報の収集に努め、業界等と連絡を密にして支節が生じないよう対処する。

3. 問題点及び今後の課題

火薬類については、本県には 1級～3級火薬庫等、 548の火薬庫が存在しているが、

愛知県地域防災計画（地震災害対策計画）には火薬類災害対策の定めがなく、今後、

これら施設の現況の把握とその対策につき、地域防災計画に明示する必要がある。
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（参考）

愛知県内の火薬即の設附状況

（昭和59,9月末現在 県商工部計紐保安課）
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第 16章 学校被害と児童生徒の安全対策

1. 学校の披害状況

長野県木曽郡王滝村立王滝小・中学校

校 長川合仁志

児蜜•生徒数 143名

（1) 家族が行方不明となっている児窟

区 分 父 原 因

4年男 1姉"~弟 lj ： I 松越地区の土砂崩壊に

5 女 1
1 

のまれた。

4年女 1 1 同 上

(2) 学校施設の被害状況

備

9月 16日逍体発見

10月13日追体発見

ゞ木浩 2階建ての校舎の中は、ンック堅のはく離、ガラスの一部破損が見られ、

会議室の中は、黒板の落下、丈の高いロッカー、棚など全て横倒しとなり手の

つけられない状態となっていた。図因室の図架は全て転倒し、害物が横に並ん

だようになっていることから、一瞬にして倒れたと想像される。

職貝室入口の歴を背にして骰いてあった 200kgを超す大型金庫 2歴が前へ転

倒し、スチール製の机の脚を押し曲げていた。

給食室のコンクリート床に亀裂が入り、不同沈下したため、ボイラーが領

き、配管の折損により使用不能となった。プールサイドの床タイルの破狽が見

られた。

2. 児童生徒の安全体策

1時間目の授業に入って間もなくの各教室では、地虚

に身を入れ、揺れのおさまるのを待った。

がおさまるや、全貝迎動場に避難した。

と同時に全員机の下

なお、地震発生と同時に停電となり、校内放送設備は使用不能となった。

村内の水造管の破損で断水となり、水洗便所の使用不能、給食室の使用不能1こ

より給食の準備もできなくなった。

村内の滝越地区等の孤立地区もでたりしたため、 9月24日まで臨時休校とした。

9月25日授業を再開したところ、児翫生徒 136名が登佼した。登校しなかっ

たのは、遠隔地へ疎開している小学生 6名と、地震後、県外へ転勤した営林署貝

一家の小学生 1名の計 7名であった。
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3. 安全対策の心構え

(1) 平素の訓練

地震に対しては、なによりも平素の防災に対する心構えが大切である。この

心構えを育てるには，思いつきや形だけの防災訓練では十分とはいえない。

日頃から平時、非常時を問わず秩序ある集団行動ができるよう、あらゆる機

をとらえて指群する必要がある。また、児菫生徒の間に連帯感を高めるよう

な学校行事等を工夫することが望ましい。

(2l 避雖時の的確な指群・指示

災害発生時における敦師の直任と役割りは，ことに覆要である。

災轡発生時に心賄的パニックは当然予想される。これに対処できるのは、教

帥の冷屈沈着な限度と的確な判断および機敏な行動が要求される。地震のと

き児菫生徒は、われ勝ちに行動しやすくなるので座ぶとん、帽子、本等て頭部

を保設し、机の下にもぐって机の脚をしっかりにぎるよう指示する 0

訓紬のときには、とくに「走らない」「声を出さない」「府の人を抑さない」

の三つの「ない」の忍味をよく説明し、強調しておくことが大切である。

13) 校内放送設備の使用不能に備えて

地震の発主により地域によっては停軍となり、校内放送設淵が使用で忍なく

なった場合を考えて、避帷時の正俯な指祁・指ポ等の徹底方法を雁認しておく

ことが直要である。この際には、特に担当教帥の的確な判断と、き然たる泄度

が必要である。

（4) 出しt、'情報の入手

児僅生徒の安全を確保し、パニ~ックを防ぐためにも正しい情報を人手するこ

とが肝要である。非常事悲になった場合、人々は情報を求めるが流言飛語によ

り不安感をつのらせることが多い。

本累においても、地震発牛時には地媒t，肘限におけるラジオ t テレビ等の報道

の約束ができている，,このことからも、停也、山話不通であってもラジオによ

る栢報人手は、児蛮生徒の安全を確保するためにも大切であるや
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第 17章 道路被

1. 破害状況

被害状況は次表のとおりであった。

＼ 
遥 路 Ii 

' 

揺 猿

g I• I 

2．被害内容

(1) 氾路

箇 所

214 

10 

224 

被害戸額
内

県 分

6納 "li" 

i I i 4,040 2, 012 

624 200 

4, 664 2, 212 

状況

訳
t1/i 考

市町村分

2, 02m8 j" 
424 ! l 

2. 452 90彩以上王爵村；こ集中

及び市町村道における被害の大半は、盛土部の擁墜の倒壊及び路肩欠壊

と、これに伴う舗装の免裂、陥没であった。切土部では、モルタ）凶吹付等法面

処班！済の箇所における崩落はほとんど見られなかったが、適路区域外からの落

(if, 30C111~ゆ100ば）により通行制限を行っている箇所がかなりあった。

その外、路体や舗装の形状に変化が見られないものの、舗装に横断方向、縦

断方向に尾裂を生じている箇所も見られた。

路面陥没、落石 路面のfu裂

-47-



(2) 怖梁

県道御岳王滝黒沢綿の新大又I裔(L= 20 m、W=6m、コンクリートアー

チ）が土砂崩壊により流失し、通行不能となったことが、最も璽大な被害であ

った。

その外の箇所での披古は沓及び沓座、伸縮継手等の破肌程度で致命的な損傷

はなかった。
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第 18章 緊急輸送道路の確保状況

1, 幹線道路の被害

王詭村への唯一の幹線道路である県道御岳王謹黒沢線の新大又橋が、土砂大崩

壊により流失し、通行不能となった。

2． 繋急輸送道路の確保

牧尾ダム右岸を並行する村道 1号線は、路側欠壊、落石があったものの、地虚

後、いち早く緊急復旧を行い一車線をどうにか確保し、県道に代わる唯一の緊急

災専活動及ぴ生活物資の輸送道路として機能を果したが、左岸へ渡る水岩怖（吊

怖）の被災等による軍凧制限のため、大量輸送に耐える状況ではなく、災古現場

への重機輸送はヘリコプターによらざるを得なかった。

3. 大量輸送道路の確保

今後の災雷復旧活動等に必要な県道御岳王詭黒沢線の確保のため、新大又橋付

近に仮柚（建設省所有 L= 40 Ill、¥V= 6.0 Ill、鋼桁）を架設するとともに、路面

の陥没、路肩欠壊箇所の応急復旧を施工していた。 (10月 14日仮橋開通）

大又川に架った仮設怖 （中日新間 10月13日夕刊より）

-49-



第 19章 建物被 状況

1. 被 害 の 特徴

(1) 地震の振動による建物被害は少なく、ほとんどが土石流や、領斜地を土留墜

（玉石積）を設けて宅地として利用していたためその土留壁の崩壊によるもの

である。

(2) 家具の転倒は、建物被古を受けなかった建物においても非常に多く見られた。

(3) 土石流や七留墜の崩壊を除く被害は多くはないが、構造別に見ると次のとお

りである。

ァ事木造 日本瓦迎屋根の棟瓦等瓦のずれが被害の主なものであり、建

物の担版は全体に少ない。

ィ．鉄骨造 (7) 小規模な建物で壁プレース什口の破断による被古があった

ゥ． RC造

ェ、 い1虎沿

が、構造設計の問題よりもエリ汀位工、特に溶接技術の未熟1こ

よるものである。

（イ） 人規悦な建物では桁行面に近い屋根面プレースが破断して

いるむ 礼
ヽ／

（ガ f揺村の中心部にはないが似島町等で被'I打を受けた建物を

見ると、エキスパンション部や外堅でクラックが生じている。

（イ） 特にエキヌパノンョン部の餃古は 2つの建物が振動1蒻期、

鼠 IJの相迩から建物どうしが伽突し生じている＾

外限の仕 l：材が全1riir地材からはく浴してし＼るが、本体には

餡忌は兄られなし‘"

なお、建物般国の＇、）汀孜等は、 m6,'：，: ｝‘‘ 

震市町村別被害状況を参照のこと。

骰',tf方の概 1．に野県西剖地

2. 主な建物の披害状況

(!) .・J濯註l役場―'1泌'12I府建

ァ． 附根の瓦がずれ、一部地 I•に格卜しているが、本体の屁l さ

は兄られない。

ィ．届内では壁のモルクルがはく落したり、口＇，ヵーやボ肪機

堺が移動したり、転倒している。

(2) 戸建住宅一木位 2階建

ァ．屋根の瓦がずれているものがあるが、建物の担壊は全体に

少なく｀一部1i政 f•の袈けているものも見られる。

ィ． これらは木造建築物は構造部材がしっかりしていたことも

考えられるが、地震が直下型で揺れは激しくても、小刻みの
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13) 

振動で建物の固有1月期と合わなかった面も掴壊を少なくした

罪由のひとつであると思われる。

王詭村国民体育館ー鉄骨造一部RC造平家建

（柱及び壁部分RC造、屋根架構鉄骨造）

ァ． RC造部分ではメイントラスを受ける 2本の柱のうち 1本

が柱頭部分が破壊し、他の柱では桁行方向のつな苔梁の部分

でクラックが発生している。

ィ．鉄骨造部分では屋根面ブレースの座屈や屋根架構部の柱脚

ベースの損偽が見られる。

RC柱の柱頭や鉄骨部の柱脚の損偽は地震が直下型で上下

の振動が怖く、 RC部と鉄骨部の振動が異なり、仕口部に大

きな荷軍が加わったためと思われる。

ゥ．

o
o
o
s
 

一裔
鉄骨屈恨架1柑 1111部j暉

屈恨面ブレース艇屈

‘̀ 

o
o
o
c
c
 

o
o
o
s
 0
0
0
£
 

o
o
o
s
 

ントラス

二X1000 二［ロ
間梁部分）

9‘ 

‘‘ 

‘‘ 

はめ殺し窓一枚破担

H-500X200 

o
o
o
s
 

乱

、̀
8SN

屑

二―
‘̀ 

‘‘ 

ゞ
‘
、
旦
z――

 
A
 

』 9、 ,,」
30OOO 

9、
‘‘ l 5000 

(4) 

王詭村国民体育館

王滝村公民館ー鉄骨造一部RC造

国民体育館と同様、屋根面プレースの破断が見られ、
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梁の一部に樅座屈が見られる。

(51 名古屋市民休暇村・セントラルロ.,ヂー RC造 3階建

ァ． 主要構造部には大きな被害はなかったが、エキスパンショ

ン部や壁にクラック等が見られる。

ィ． 内壁についてはクラックのほかに、タイルのはく落も見ら

れる。

ゥ．設備関係てはポイラー、排煙機等の固定が充分でなかった

ので機械室の内部で移動や転倒し、機械のみならず配管類も

破掴している。

工．特に高架水隈の移動は約 20tの水甜れをもたらし、 2、 3

階の宿泊室の天井、内装材のはがれを生じさせている。

3. 問躁点及び今後の課題

(!) 領斜地はできる限り宅地としての利用を制限蟻する。やむを得ず利用する場

合、地盤の造成や擁壁の構造に充分配忠をする必要がある。

(2) 長野県では条例等による、がけ地付近の建築物制限がなかったが、がけ地付

近の建築制限の P Rを充分に行う必要がある。

13) 既存のがけ地付近の危険住宅については、安全な場所へ移転させるため「が

け地近接等危険住宅移転叩業」等、公的補助金制度の栢極的な活用を図る必要

がある。

(4) 家具の転倒による災害を防ぐため、据付け、配附等について適切な処骰を諮

じておく必要がある。 ンた

(51 ボイラー、高架水槽等建築設備の被苫は二辺災害をも発生させやすいので、

配管類を含む適切な計画及び施工が望まれる。

特に公的建物は、災害発生時に避難場所として利用されるので厭要である。

(tiJ RC造のエキスパンション部については、過去の地震においても数多く

が発生しているが、建物の固有瑚期、振巾等を計篇し、適正な間隔をとる必要

がある。既設の建物においても、適切な措骰がとられるのが望ましい。
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第 20章 土石流発生渓流の状況と対策

1，大又 Jll

大又川の上流域は民有林が多く、今回の地震で大又川の支川である松蔀川を

む上流域での山腹崩壊が著るしく、これらの土砂が大又川、松菌川の河床に異常

堆梢している。このまま放爵すれば次期出水により土石流となり、下流へ甚大な

被害を及ぼすため、上流城の荒廃地及びその周辺の沢には県による治山工申が実

施され｀河床の異常堆伯に対しては、 59年度に緊急砂防事業として応急的に砂防

ダムを施工し、引き続き 60~ 62年度にかけて本格的に砂防激甚災害対策特別繋

急事業（以下「激特事業」という）として復旧することにしている。

2. 鈴ケ沢

鈴ケ沢の上流域は国有林で、今回の地震により伝上川の土砂の一部が尾根を

り越えて山腹を崩壊し、鈴ケ沢の渓岸を侵蝕するなど多鼠の土砂が流出し、既設

の砂防ダム 2基が土石流をせ恙止めている。逆にいえば、もし、この 2)店の砂防

ダムがなかったら王滝村は中心部を含め相当の被害を受ける可能性すらあったの

である。

上流域の荒廃地及びその周辺の沢については、宮林署による治山工事が実施さ

れ、河川の異常堆棺については、 59年度に緊急砂防事業として応急的に砂防ダム

を施工し、引き続き 60~ 62年度にかけて本格的に激特事業として復旧すること

にしている，｝

3．濁沢川

全域が国有林のため、全体計面については現在林野庁と協議中である。澗沢川

上流の伝上川の概高 2,000メートル付近において、大規模な崩懐が発生している，'

濁沢川、伝上／II沿いは角内石黒雲母流紋デイサイト溶結凝灰岩が堆梢しており、

今回の土石流（一説には 60111八沙の粉体流ともいわれる。）は、この沢すじを大き

く浸食しながら、谷底から比巖 100メートルほど上部の尾根にある捌木を倒し、

濁川湿泉を押し流して王詭Illに流入している。この土石流は、流下距離が 10キロ

メ-トルにもわたること、比高 100メートルの尾根を乖り越えていることなどか

ら、前例のない日本最大規模の土石流であったことが判明した。

4. 王滝 JII

伝上川とそれにつらなる下流の濶沢川に流出した土砂は、 1,000万立方メート）し

（一説には 2,000万立方メートルとも云われている）という巨大な凪に上ると推

されている。
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視紅応急的に河道を開削し、水位の低下を図っている。その断面及び延長は

上幅 23.0メートル、下輻 11,0メートル、深さ 1.00~1.50メートル、最大で3,00

メートル、延長約 1.000メートルである。また、これより下流鍼JIIとの合流点付

近も約 850メートルにわたって河道を開削している。

トンネル付近の狭窄部には河床の低下を防止するため六脚プロック (1個当り

5 t) 350個を設附していた。

なお、本格的な復旧工法は河道を開削して護岸工を設ける等の を中心に建

設省と協議中である。
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第 21章 地すべり発生の状況と対策

1. 松越地区

大又川が御岳湖へ流入する右岸付近において、 幅 200-300メートル、長さ

750メートルにわたり、大規模な斜面崩壊が発生した。現場の状況、目僻者の証

言等を総合すると、崩壊は本設直後に発生した。土砂は大又川の左岸に向かって

崩れ落ち、その時崩壊の最上部付近にあった「王滝村森林組合作業所」もろとも

左岸の斜面をはい上り、そこにあった「おんたけ生コン工場」を 50メートルほど

押し上げ、更に反転して大又川に架る新大又廊も原形を残さず流しさって、死者

13名を出す惨事となった。 （前揚松越地区土砂崩壊全景写真参照）

崩壊地の地質状況は、地表から角礫を伴う斜面堆梢の赤褐色ローム1目、砂府を

きょう在する粘土化した御岳山起源の黄白色風化帷石1習、砂礫を主体とする段丘

礫貯、基盤岩の順に軍なり、斜面崩壊をおこしてできた1崖には、粘土化した黄白

色の風化軽石I団が広く蕗出しており、表面が滑らかな面となっている。また、こ

の風化rl怪石府は低塑性であり、この地府が大規模斜而崩壊に何らかの関係があっ

たようにも思われる。

地すべりの範囲は、大崩壊した1月辺約 20ヘクタールであり、 59年度に緊急地

すべり対策事業として排水工を主体に実施し、引き続き 60~ 62年度にかけて本

格的に激特事業として抑制エ、抑止工を実施することにしている。なお遥路につ

いては別途道路災害復旧工事を実施することにしている。

2. 上島地区

松越地区の隣りで約 20ヘクタールにわたり地すべりが発生した上島地区は、村

の中心部に近く、対象人家も 50戸を超え、王詭小中学校も設附されている。 59

年度に緊急地すべり対策事業として排水工、杭打エ等を実施し、 60-62年度に

かけて本格的に激特事業として実施することにしている。

3. 滝越地区

王詭川上流左岸の比較的広い水1:8と集落のある裏山が、高さ約 50メートルのと

ころから崩壊し、水田及び人家 3戸を押し流し、死者 1名、行方不明者 3名を出

している（前掏滝越地区土砂崩壊全景写真参照）。

地すべりの範囲は約 18ヘクタールで、 59年度に緊急地すべり対策事業として

谷止工及び流路工を実施し、 60~62年度にかけて本格的に激特事業として実施

することにしている。
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第 22章 林業関係被害状況

1曇披害状況（民有林関係のみ）

王詭村の森林面梢は 29,998ha、その内国有林 26,llO ha (8796）、民有林 3,888

ha (139'る）で、民有林は村内の 3箇所に散在しており、被災現場に近ずくことは

できなかったが、その被害状況は次のとおりとなっている。

長野県西部地震被害状況 (9月 23日13時現在）

被害内容 被害箇所

林 地 崩 壊 I 71 僚所

治 山 施 設 4 

林 道
i 298 

林 産 施 設

林産物（立木等）

計

2. 治山関係復旧計画 （民有林）

1号箇所 渓閻エ （谷止 18基

2号箇所

山腹エ （土留 10基

事費

山腹エ （土留・

工事役

（アンカー

（根固 ICW  

（水路工

被 数盤

60. 21 ha 

3基地

19,605 m 

1棟（機械を含む）

35, 00 ha 

700 11() 

200 J1f) 

800, 000千円

防止 1,200 m') 

400 in) 

2OO nf) 

900 m)  

629, 000千円

3号箇所 渓間工 （谷止 1基 900面）

山腹エ （土留 7 360 llf) 

工事筏 200, 000千円

合 計 工事費 1, 629, 000千円

単位：金額 (fl'])

被 害 額

4、627,000

I 
140, 000 

I 1, 077, 000 

10, 000 

38, 700 

5. 892, 700 

の内， 59年度緊急治山

1号箇所 工事費

で復旧を予定しているものは、

350, 000千円

2号箇所 工事曹 629, 000千円

3号箇所 工事跨 160, 000千円

計 1, 139, 000千円
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60年度以降は残工事 490,000千円を治山激甚災害対策特別事業の採択を受け、

実施する計画となっている。

なお、実施にあたっては、今後、現地の調査・測鼠を外部に委託し、詳細実施設

計に入る予定である。

3. 問題点及び今後の課題

本県では山地災害危険地に関する資料を関係市町村に提供し、地域防災計画に

役立たせているところであるが、本県下には、王滴村に見られるような火山唄出

物の厚い堆栢や火山性の変質した岩石は見当らないので、このような大規模崩壊

及び土石流の発生する危険はまずないと思われるが、 1,815の山地災害危険地区

があり、その対策を推進する必要がある。
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山地災害危険地区
（県農地林務部治山謡）

市町村名

豊橋 市

岡矩 市

l 
撤戸市 1

呑日井市 I

豊 川 市

豊田 市

浦 郡 市

犬山市

常滑市

小牧 ill

新 城 市

東海市

l 
知 多 ii 1 

， 
阿久比町＇

凩油 町

南知多町

芙浜町

吉良町

幅 豆 町

幸田町

額 田 町

: ： ： I 
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）
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市町村名

足助町

下山村

旭町
i 

設染町 1
I 

東栄町 t

既根村

邸山村

律具村

稲武

鳳来

作手

音羽

御罪

i 

町

町

村

町

一宮町 i

町 1

田尿町
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闘
予
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険
地

山
危
（
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（注） （）書きは、国有林野に係る危険区域であ

り外数である。
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第 23章 民間団体等による応援協力状況

1. 木曽福島町にある木曽股協婦人部の 7人が、長野県製業改良普及所員らと自動

稲刈機 4台を持ち込み、行方不明者を出した村民のため、水田約 30アールの稲刈

を実施した。

2. 鹿越地区の集材所に勤務していた営林署員は、アマチュア無線機を梢んだ自家

用車で、王滝村役場と消防団との交信を傍受した木曽福島町や王滝村の無線愛好

家と連絡をとりながら、指揮役の副区長に情報を伝え、住民の避難に威力を発揮

した。
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第24 と め

今回の地震は、いわゆる内陸型（または直下型）といわれる地設であり、設源の

深さも揮めて浅いものであった。

このため、推定震度 6といわれる裳源地王滝村では、濁沢JIIを流れ下った日本最大

規模の土石流が発生したのを始め｀他の 2箇所でも大規模な土砂崩壊が発生し、死者

14名、行万不明者 15名の犠牲者を出し、人工造林地等にも大きな被害をもたら

した。

本県においては、地質的には王滝村におけるような火山性の厚い堆伯のある地域

はみられず、今回のような大規模な土石流の発生する恐れは少ないと思われるもの

の、王滝村と同じような地形的条件の三河山間地を有するため｀今回の災害を教訓

として、 1"＇：砂災害等に対する地震災害対策の一図の推進を図る必要があり、以下、

本県における現況を踏まえてまとめとした。

1. 災害応援

多数の死者、行方不明者を出した今回の地震では、発災当初から、自衛隊、県

警、地元消防団及び隣接ill}村等の消防団による捜索活動が実施された。長野県で

は県内を 10プロックにわけた広域消防相互応援協定が締結されており、災害時に

は、隣接市町村ばかりでなく、状況次第で広く県内市町村の応援が得られる体制

にある。今回の地設では、隣接市町村以外の市町村から消防団の応援を得て捜索

が実施されている。

本県においても、市町村消防相互応援協定により隣接市町村等の応援が得られ

る体制をとっている。

なお、県相互閻の災害応援については、昭和 52年 3月31日宮山、石川、福

井り長野、 1岐阜、静岡、愛知、三軍、滋賀の 9県及び名占届市の間で災専応援に

閲する協定が締結され、職鼠の旅追、物資のあっせん等のとりきめがなされてい

る（資料 2参照）。

2 ライフライン対策

水道、電）」等のライフライン対策は、ややもすれば都市機能の防災対策と思わ

れがちであるが、現代社会生活を見れば、規模や程度の差こそあれ、股山村部に

おいても日常生活はライフラインに負うところが大きいといえる。

(!) 王簡村におけるライフライン被害とその復1日状況を示すと、次表のとおりで

ある。

-a-



ライフライン被害状況と復旧過程

区口：＼＼巴：
14日

15日 16日117日l18日 119日 20日 21日
8:49 12 1,518 21 24 

軍

気

水

道

屯

9ヰ9L9 

500戸
21件 「 弁可132件

布用家戸数

i§ と

350戸

令 へプ約 500戸
152件I' 伊'" 3件

]2：10 41件

50戸
0戸

給水人口 王滴簡易水道（炉水器により炉過滅l刹した水を給水 王滴簡

約 1,200人 車等で各戸1こ給水） 易水道

（信星
全地域断水

九蔵 ク (|日水源から仮取水し、各戸で煮洲し 909,坑合
て飲料水として使用）

水
商越・御岳裔原簡易水道

（居住者不在のため給水不用）

加入数
186加人

賃/3 621加入
29cl 

68加入 現在

57加入

この表から明らかなように、ライフラインの中でも電力については復旧が榔

めて早く、地震発生の翌 9月15日12時 10分には全戸への送屯を完了しており、

地震に対し信頼性の高いことを示している。

(2) 水道施設については、その被害発生がほとんど石綿管の破損や塩ビ管の離脱

に限られ、しかも、石綿管が主要配水管に使用されていたため、復旧に時間が

かかり、地震発生後の 1週間は牒業用水等の水源から取水した水を簡易炉過器

により炉過し、給水車、ポリタンクにより各戸に給水する体制で対処した。 9

月21日には水源に大型炉過器を設骰して、塩ビポリエチレン管による路上仮配

管で、給水区域の 909,る程度の区域への飲料水の給水が開始された。

本県においても、主要配水管には地震に弱い石綿管から耐震性に優れた鋳鉄

管等への布設替えの一囮の促進を図る必要がある。

また、今回の地震では、大型の炉過器が大変威力を発揮していることから、

簡易水道を利用する市町村にあっては、大型炉過器の照備等の対策も併せて検

討する必要がある。

13) 屯話については、断線及びふくそう等により、発災当初は特に使用不能とな

る恐れが怖いため、情報収集、伝達手段としての無線設備の整備、充実が軍要

である。

(4) 本県では、既設の防災行政用無線を更新して、防災行政無線網総合システム

の整備を進めるほか、通信衛星の利用及びヘリコプターテレビンステムの新た
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な碍入など災害に強い、情報収集伝逹ンステムを構築する計画であり（賢料 3

参照）、今後、災害時における情報の収集伝淫に威力を発揮するものと期待さ

れる。

3． 愛知県の土石流対策

今回の長野県西部地震発生後の 9月21日、各都道府県知事あて「土砂災害の

防止に関する市町村地域防災計画の賂備等の促進について」の消防庁次長通知

（資料 1参照）が発せられたところであるが、過去、土石流や土砂流によって形

成された小さな扇状地形は、山間地での数少ない平地が得られる場所として、版

辺に比較して裔度な土地利用がなされる例が多い。また、山際には主要な交通路

としての道路が整備されるところが多く、集落もこの道路に沿って発達していく

例が多い。このような場所で近年土石流による被害が増加しており、特に昭和42,

47、54年に多く、 57年には長崎、三限、静岡各県で、特に長崎豪雨では死者

299名の内 125名が土石流によるものである。

土石流発生のメカニズムは非常に複雑て（雨鼠、地形、地質、流域、林相等）

あるため、その予知は匝めて困難である。また、土石流災害の特徴として、崇雨

から災害発生までの時間的余裕がなく、突：・的かつ局地的である。

さて、本県で過去に発生した土石流災害紅所は次のとおりで、これらの箇所に

は砂防ダム、流路工が施工されている。

その他
21飴

地
買
~
面
梢

第三紀 囮

20銘

地
質
別
土
砂
災
轡
発
生
件
数

35彩

18 9b 
花 悩岩

地質面積と地質別士砂災害発生件数
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愛知県の土石流等災害箇所一覧表

発生年月日 奈雨気象名 土石流発生地域 発生誤流名
被 害

人家 死者、行方不明

昭和29年 7月30日 雷 雨 犬山市入鹿 19 戸 3 人

32年 8月 8日 ＂ 瀕戸市岩屋町 島原川

l ＂ ＂ 藤岡町西市野々 八剣川他 177 33 

82年 9月 7日 台風 10号 設楽町三都橋 大沢他 7 6 

34年 9月26日 伊勢湾台風 足助町連谷

｝分離不明

＂ ＂ 稲武町小田木

43年 8月29日 台風 10号 豊根村中村 横平川

＂ ＂ 豊根村坂宇場 割 沢

＂ ＂ ＂ クソセ沢
45 6 

＂ ＂ ＂ 
須栃沢

＂ ＂ ＂ 遠山沢

＂ ＂ 設楽町宇述 黄金沢他

44年 8月 5日 台風 7号 設楽町豊邦 神谷沢他

l ＂ ＂ I 東栄町東回目 柿畑川 1'3 1 

46年 8月30日 台風 23号 幸田町上六栗

｝ ＂ ＂ 
幸田町桐山 鼓 沢 4 1 

47年 7月17日 47. 7豪雨 藤岡町（全域） 犬伏川他 ！ 
I 

＂ ＂ 小原村( " ) 犬伏川他

I ＂ ＂ 豊田市( " ) 力石川他

＂ ＂ 
額田町赤田和 558 66 

＂ ＂ 足助町月原 月 見沢

＂ ＂ 
旭町池島 池島川

49年 7月7日 台風 8号 幸田町須美 南浦沢

＂ ＂ ＂ 立岩沢

＂ ＂ ＂ 不馬入沢 1 1 

＂ ＂ 
幸田町桐山 鼓 沢

54年10月19日 台風 20号 額田町石原 1 

゜＂ ＂ 鳳来町中島田 川端沢 4 

゜＂ ＂ 
作手村大和田 寺横川 4 

゜57年 8月 9日 台風 9号 豊川市千万町 北の沢 2 

゜58年 9月28日 台風 JO号 旭町小渡 籾 洞 2 

゜
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／？ g'I-年長野県向祁処稟現氾祠査粒及岩
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笥 至v天P 正

之／ 午倭 /2時・之 0分 午伐 0時之 0分

之 長野殷災対屎計画 長野県鬼災対策計画

16 千呼 千国呼

J:.四平 Mb、1 M 6,8 

日，． 
備術附

I/ 品8郭防ftt班 茅J印訊1旺

/2 >"I 7星 シックィ旦

/6 稀島町 木眉福島町

IS 刺限とする， 制限する。

zz. 二迎災唐 二次災害

17 工石琉災害阻所 土石斌災皆蘭所

／ぷ 県土本郎長 県土木郭長



また、昭和 54年度から土石流危険渓流の実應調査を実施したが、 それは、 人

家 5戸以上に流入する渓流（ただし'5戸未禍でも官公署、学校、病院、駅、旅

館、発電所等を含む）について調杏したもので、その結果、土石流危検渓流は、

490箇所あることが判明した。
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市河川名 保全対象戸数
既設ダ 町市村

河川名 保全対象戸数

＇ 胃名幹／II名渓流名

所在地 所在地

人家公共施設 ム名 幹川名渓流名 人家公共施設 ム

湧卜 沢1廊支 Ill19| 保 久 ， 穴／沢 下河原 5 2 

悶闘息具llI 
赤和田 5 水ノ沢 上 河 原 10 

12形形支文 川川
柳田 6 雨第 1山支 Ill Ill 雨 山 6 

l i i 
額

雨第 2山支 Il川l 
＇ 

11 ，， 7 

Ill 隋、!1久支川川

乙女川
第乙 4女支川川保 久 I I 学校 大代 7 I 

乙
第乙 7女支 I川ll 上沢尻川 ‘’ 13 ', 5 

木第木第 1 下下支支 Il11I l 1 I 

田
木 下 8 烏川第9支Ill中 具 津 0 I 学校

2 I Ill ” 10 烏Ill第10幻11 ，， 5 
額

慕息1:[  製l l , • 北 • 
烏 Ill 

5 烏Ill第11支川 “ 2 I 工場

開宮 東
町，

大第 2原支川川0 I 神社 犬 迫 5 I 

倍胤鬼沢 0 I 寺 男Ill第28支III桜井寺

゜
1 工場

畠 IIl1Iが甲

男 Ill 
6 男Ill第29支Ill “ 3 1 工場

平第 1I ll l l " 6 計 55か所 421 19 10 
a山 Ill

悉占 lll 平 針 中山 Ill喜光寺 Ill7 消水口 5 

翡占 liI 寺 野 18 迫 Ill 下 切 10 I 

別 沢平針 6 飯第 8野支 IlIll l 石飛 ， 
男川第7切II，， 片 寄 5 I條 飯第深第 115野見支支 川川

田茂平 5 
飯野 Ill

} : : 男川第12MII明 見 16 市場 5 

男川第13匁II ヽ 12 l 1 川第Ix/II 中 迅 6 I 学校 l 
田

男Ill第15必II宮 崎 0 I 工場 I 剣坂 Ill 白 Ill ， 
男川第16匁11中 金 19 1保育園 岡

第二 3箇：名支又a -Il川l l 

ー ノ 瀬 0 I 工場 5 

' 
男川第l7:i<lli宮 崎 ， I 三第 4 II I I 三箇森 0 I 寺

蜘第18対9『'° 
17 1保育園 木 瀬 Illii: 第 4 Il/11 l 向 戸 0 l 老つ人フ ク 3 

男Ill第19:li!l宮崎 14 

賢
北部 2 1保育園 I 

男川第20翅I中 金 13 1保育園 町 l i i 高曽 6 12 

別II第21灼I " 8 I 盃 lii
，， 8 2 

男川第22如石 原 21 I 木第 IlIl l l 大沼 ， I 
男 Ill 

第犬 8伏支 J川II 男Ill第砕II “ 15 犬伏 Ill 上 野 平 7 1 

刃川第30Jill細 光 8 計 15か所 81 5 27 

男Ill第31辺I談 淵 8 大第 l0伏文 Il川l l 蔵屋敷 5 2 
町

男Ill第32必l 犬第 II氏伏支 III I 明 見 3 1 神社 大草 5 

男川第83兒I宮 崎
l」ヽ

犬第 1 川川 大坂17 7 2 

男川第34xll ク 10 梅ヶ洞川 梅ケ洞 9 I公民館

男川第35刃I石 原 I I 学校 原 西第萩1平支川川 西萩平 6 
犬伏 Ill

男川第86刻I牧 原 8 北ノ入川 大坂 5 I 

尉鸞胤 桜 井 寺 1 1 寺 北洞 Ill 大 草 11 2 
村

llll苅2の沢 牧 原 I I 旅館 大第 1詞支川Ill 梅ケ涸 6 

庄第 1内支川Ill 市 場 16 2郵便寺局 矢作川 矢第 20作支 JIlII l 下百月 0 I発電所
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市 河川名 保全対象戸数 晨
> 所 在 地

グ
幹川名渓流名 人家公共施設 ム

計 1か所 4 I 

総di~ 490か所 4,506 286 22l 

『ナ石流危険i店計t』とは11iifil51~56年の、，町tにより上石流発牛の危険があり、人家 5F•1 以上 (5 戸 k謡j ても宜公署、学校、

柄院、駅、旅館、発電所守のある場合を含む）に被：りが及ぷ恐れのあるとされたぼ流である。

これらに対する砂防ダム等の哨匁viii率は、 58年9斐末現{E20パーセント程疫と i派

めて低いが、これは膨大な役用と長期闘を必要とするからである。

従って、今後はハード而（防災ー[9Ji）だけでなく、ソフト面（防災体制）をも

とり人れた総合的な土石流対策を推迎して、被古を最少限にくいとめることが急

肪である。そのため県では、次のような対策を実施することにしている。

① 土石流に対処するための砂防：［EJiの推進

上石流対策として最も有効な手段である砂防ダムの築造について一lfりの促進

を図る。

② lー：石流危険渓流の1胡知等

|：石流危険粗流に関する賽料を1対係市町村に提供し、市町村地域防災，汁ldiに

明示するよう指羽している。また地域防災社1側に IIJ]ポした 1．石流危険涅流に 1州

する百料を適切な 1ヽ．地利用及び異常気象時における適切な対応を図るための情

報として1見1係住民に提供する必要から、 1石流危除沢流である旨を現地に表示

し、その1月知徹底を図っている＾
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③ 腎戒避帷体制の確立

腎戒避帷柚準の設定及び f腎報ンステムの碍人、避帷路、避雅場所の1柊備を

図る必要があるため、 60年度からまず枯準雨 hしの設定の準備にかかる。

④ 住宅の移転の促血

現行の法制度においては実施が困帷な面も多く、今後の研究課也である。

⑤ 柏報の収集、伝逹、防災怠識の普及

II{1 和 58 年度から毎年 6 月を「：l＿＾．砂災 ',1f 防止月間」として、テレビによる」•

石流等土砂災＇［ I：防ll：に関する広報活動、市町村との合同パトロールによる点検、

謡習会のI}闘l'、現地見学会、ハンフレット、チラン等の配｛廿など防災心．識の沖

及・靡揚等を図っている。

⑥ 愛知県総合lこ石流対策推畑連絡会の設『'『f

総合的な十石流対策の円附な推血を図るため、名占犀気恨台、地方建設局河

川部・迅路部、宮林局治山課、殷地方課・消防々災課・十地利用，謁'1柊諜・治111

諜・管理課・道路維持課・河川課・砂防課・建築指羽課・県瞥察本部警備課・交通規

制課等からなる妥知県総合土石流対策推進連絡会（会長県」プい部長）を 59年1月

31日に発足した。
木、

史に、県下 7土木';Jl務所を単位とする地区連絡会も年内に発足の兄込みであ

る。

4． 愛知県の地すべり災害対策

地すべりによる災',1fは、家屋の倒壊、山林、田畑の流失、通路や鉄珀をイサ通に

するほか、抑し tl1した上砂が川をせき止め、上下流に多大の被‘，片をもたらす。

本県の地すべり分布は、①伊携湾をとりまいて平野と山地との間に発心する丘

陵地をつくっている新第三紀府て形成されている区域て、東では瀬戸府群、知多

半島では常渭IIyil拝とそれぞれ命名され、これらは東浦湖 (500万年～ 300万年）

に堆飢した一連の地罰て、礫、砂礫、砂、シルト、粘 tからなり、所々に ll,炭lf’;i

をはさんでおり、地lr'iの固結程腹が低いところである。②次に低い山地形を有す

る吉良町1乱辺では、領家花1嘉1岩類の巾でも時代が占く、近くに大きな河川がない

ため風化附｝は浸蝕されす、斜面に1駐く残っており、深部まで粘士化したマサが分

布している区域。③古くから活動を続けている中央構造線沿い及びその1月辺の多

くの断Ir"!が発迄している粘土化の著しい黒色、緑色片岩の分布している区域。④

領家帯の中に陥没が発生し、礫、砂、粘土、火山唄出物などが堆柏している第三

紀刑地域である設楽山地等である。
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地形区分図

0 10 20 30 k沼＼＼こシー 開

凡例

□沖梢低地

四台地（段丘堆梢屈分布地域）

⑳ □祈第三紀屈分布地域（火山岩も含む）

璽l古生屈分布地域

②区］花岡岩類分布地域（領家変成岩も含む）

③ □i結晶片岩分布地域（御荷鉾緑色岩も含む）

ー---断屈

戸`i:::り多発）岬
建設省七木研究所「地江り分布図」 (841) より分布密度が比較的
大なる区域を地i:::り多発地帯として表現した。

奉地盤沈下地術
;：； 

経済企両庁総合開発局「地盤沈下の現況」 (841)の付図より引用

した。
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地すべり発生の要因は、その斜面がすべりやすい性質を本来もっており、その

内最も霞要なものが地質で、特に粘土の而が大きな働きをしている。このすべり

やすい素因のところに地すべりを起す誘因として雨水、融雷水、地震などが挙げ

られる¢

なお、県下の怠傾斜地聞壊注忍箇所、急傾斜地崩壊危険区域及び地すべり防止

区域は次のとおりである c
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(1) 急傾斜地崩壊注意箇所 （県 •1こ木部砂防課）

市 公共的建物 市 公共的建物

［ 区域名 所 在 地 人家 備考
町

区域名 所 在 地 人家 備考
付

種類数 名 1!11 類 数

複ケ池
千団区田代町

14 神社 2 芦 原 芦碩 l8 
媒ケ池上

春 里 千種区牲里町二丁目 12 福 岡福岡 17 

白 雲南区白雲町 5 豊東
谷杉山東谷 26 

朝 拝南区朝拝一丁目 13 東高縄(1) 老津東高縄 16 

市場東 守山区守山市場東 24 束 高 棚(DI 99 6 

市 場守山区守山市場 12 
橋

牛川槃師Ill 牛川薬師町 5 

小幡西城 守山区小幡西城 5 一 色 郷 一色一色郷 5 

大 門守山区守山大門 12 河 内 杉山河内 6 公民館 l 

小幡大墨敷 守山区小幡大屋敷 1 中学校 I 津 森西高師町津森 5 
市

名東 原 守山区中志段味東原 10 石 塚 花田町石塚 5 

市場西 守山区守山市場 12 寺 前石巻町寺前 1 幼惟回 I 

山屋敷
守山区大森外垣

18 寺院 I 計 14か所 l49 3 

西祈外
守山屋山敷区下外志段味

18 Ill 向 川向町前田 12 公民館 1 
西新

砦 禄区砦 6 赤 紺 奥殿町赤峰 8 

古有松 喪 禄区嗚海町有松衷 8 西 久 後 渡通注町西久後 5 

前の輪 緑区 ,, 前の綸 22 東数下 丹坂町渠数下 7 

三王 山 禄区 ／I 三王山 7 根 畑 大抑町根畑 10 
公民館 1 
郵便局 1 

清水寺 “ 99 消水寺 8 宮 ） 畔 ” 宮ノ畔 8 

作 I 山 ” ” i乍ノ山 6 日 向 安戸町日向 17 学校 l 

g 本 町 99 ” 本町 7 銀行 I 六 供 六供町 16 
岡

城 山 ，，大高町城山 16 稲熊四丁目 稲熊町四丁目 7 学校 1 

根古屋 99 嗚海町恨古屋 7 西郷中 明大寺町西郷中 50 学校 1 

橋束南 /9 有松町橋東南 5 中学校 l 踊 山踊山町踊山 23 学校 I 

平部山 ”大高町平部山 10 西神馬崎 岡町西神馬崎南側 10 

市 北大高畑 99 ，，北大高畑 ， 伊 賀 伊賀町三T目 烈l

崎
東大高畑 ” ” 東大高畑 7 薮 下 丹坂町薮下 5 

西姥神 “ 99 西姥神 5 梅園三丁目 梅園三T目 7 

長坂南 99 有松町長坂南 12 ミトヤマ 川向町ミトヤマ 10 

八事喪山 天白区八事裏山 l8 郷 西 仁木町郷西 7 

姐田束屋敷 ” 天臼町植田 17 日向 Ill 安戸町日向 ， 
東屋敷 市

塔ノ 1)ij 99 天臼町塔IIl1J 10 丹 坂 前 思田町丹坂IIt 8 

陥 山禄区嗚海町幕山 5 4ヽ 丸 小丸町郷中 14 

東外堀 東区東外堀 76 町 衷 市場町町衷 29 

西 山守山区牛牧西山 5 工場 1 能 見 能見町通一丁目 17 
官公署 1 
幼椎匝 l 

計 34か所 位2 7 孤 坂 明大寺町l!ll坂 48 

豊
牛Ill漿師(I) 牛JI喋師町 5 寺院 1 東丸根 中町東丸根 5 

橋 向 山向山 22 伊賀六丁目 伊買町六丁目 2 学校 l 

市
七 面 ” 七面 12 l 伊賀五丁目 ヶ 五T目 11 
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公共的建物 市 公共的建物
区域名 所 在 地 人家 備考 > 区域名 所 在 地 人家 備考

種頚数 桶穀 数

ノリコへ 駒立町ノ＇）コへ 5 
呑

消水 II) 内律町消水 5 工場 1 

登 り 米河内町登り 5 昇市 消水（＇）
，， 5 工場 1 

松 谷 詭町松谷 7 計 4 か所 22 2 

岡本 郷 麻隆寺町本郷 17 勝 山 三上町勝1J」 6 

中屋敷 山綱町中屋敷 11 豊 寒若寺 国府町寒若寺 7 

出 口 明大寺町出口 ll Ill 太宝山 八幅町太宝山 28 
崎

小豆板 羽根町小豆坂 5 市長谷 IU 御油町長谷山 〇 保育園 1 

池ノ入 百々町池ノ入 12 計 4 か所 41 I 

市堂 前 東阿知和町党1)t 5 住 吉住吉町四丁目 10 
珀

寧 8罪（！） 梅園町三丁目 5 南 堀 方堀方町一丁目 21 

境 松 藤川町境松 6 
市

計 2 か所 31 

計 37か所 454 10 
刈谷市 地 計

内 小垣江町地内 22 

紺屋田 紺屋田町 6 1 か所 訟

縣四郎 藤四郎町 ， 四反田 松平志賀町四反田 9 公会＇翡 I 

仲切 (I) 仲切町 6 k F 桂野町屋下 8 

仲切 Ill ” 6 大 下四茂川町大下 7 

瀬
進 陶 進陶町 8 本 郷 99 本郷 8 

東権現 東権現町 7 九久平 九久平町 55 官公署 1 

須 /j;i 須閲i町 20 河 Isi 姐ll 大内町河尿畑 6 

ー東 郷 束郷町
戸

10 千 屈（ 中金町千届i 7 

粉ノ根 i/}ノ根町 13 豊 西 前西広瀬町函iliJ 7 

西吉田 西吉田町 7 麻瀬下 鵜ケ瀬町蒻瀬下 20 

市 荻 毀 荻殿町 5 小 石 狭 i/U ” 小石狭IIり 15 

東吉 田 東吉田町 12 日かげ 鋭田町日かげ 5 

東拝 戸 東拝戸町 7 寺 下翌松町寺下 IO 公民館 I 

西松山 西松山町 8 田 竹之上 広幡町竹之上 20 悶 1 

熊 野 熊野町 5 平 古岩倉町平古 10 

i I• 15か所 129 常 盤常盤町一丁目 19 

亀綺三丁目 “崎町三丁目 67 旅寺 館社
2 

fi 元加納町寄元 12 
1 

白
半

山 白山町一丁目 31 平 岩枝下町平岩 11 神社 1 

北 ili (l) fu崎北浦町三丁目 1 保育所 l 市 刹 籐沢町洞 12 寺院 I 

北浦（＇） 砂噂町ご翡
田

6 平 99 平 28 鼻噌 l 
常 盤 “崎堂盤町二丁目 8 宮 下小峯町宮下 13 神社 l 

相 生 [U崎相生町二丁目 日 面中金町日面 35 駐寺在所院 I 
15 

l 市

月 見 fu崎月見町二丁目 11 雁 又 99 雁又 8 

計 7 か所 139 4 足ノロ II 足ノロ 14 

胃内 律内律町
13 学保公寺民育校所院館

1 
6 l 

翡
桜 田 上裔町桜田

l 
南 山内律町南山 6 

1 
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市 公共的建物 市 公共的建物

眉 区域名 所 在 地 人家 備考 ： 区域名 所 在 地 人家 備考

名 種類数 種類 数

寺 田大円町寺田 お 神社． 1 郷 技多屋邸技 5 

戸井 田 林添町戸井田 7 市 場 ” 市場 35 保育所 l 

豊
中 道坂上町中道 8 平井 Ill 樽水平井 8 宮公署 I 

田 常

渡 合渡合町四丁目 8 平井 Ill 99 77 

市
平 薮岩倉町平薮 5 

滑
丸 山 “丸山 ， 

計 29か所 403 17 太 田 ，，太田 8 

安城 中本紐 和泉町中本螂
老゚ 人

1 半 月 西阿野半月 13 
ホム

市

市 計 1か所

゜
I 北山下 小鈴谷北山下 14 

札 木家武町札木 6 森西町 森西町―一丁目 10 
＝丁目

西

別 曽室町別臼 6 計 15か所 267 6 

尾
油ノ木 貝吹町油ノ木 5 馬渡 り 豊島字馬渡り 5 保育所 l 

市
計 3 か所 17 本 域 II 字本城 5 

鳶 欠 22 権 現野田字権現 32 

宮 東 1 学校 1 臼子ナギ 豊栄字臼子ナギ 6 

東欠の上 形旗町東欠の上 5 水ノロ 徳定字水ノロ 23 

竹島 Ill 竹島町 26 ホテル l 東入船 上平井字東入船 6 幼市椎役所固
1 
1 

竹島（！） ” 7 西祈町 99 字西祈町 17 公民館 l 

蒲大山 Ill 西浦町大山 30 鹿 ノ 上 (I) II 字濶ノ上 8 学校 1 
祈

大山 1,) 99 6 ホテル 5 笠 岩 II 字笠岩 1 旅館 1 

開 芦 金平町開戸 3 ホテル l 東沖野 ” 字東沖野 l 保育所 1 

郡 東上野 形原町 16 宮 Ill 大宮字宮川 1 学校 1 

南ケ坪 西浦町南ケ坪 6 黒 口牛倉字黒口 6 

東 蛎 99 蛎 14 が、 幡須長字八幡 5 

市原 山三谷町原山 3 学校 1 
城

藤 沢 /I 字藤沢 12 

北古城 形原町北古城 14 藤 成竹広字藤浪 10 

山の沢 大塚町山の沢 6 宮 ノ 前 間II字宮ノ iliJ 5 

今御 営 竹谷町今御営 l 幼惟園 1 大 谷 上平井字大谷 10 

松 田 99 松田 8 西ノ久保 市川市西ノ久保 1 公民館 I 

計 16か所 168 | l0 | Ii 堀 合 川田字堀合 5 

犬
瑞泉寺 犬山瑞泉寺 12 

市
吉 水 稲木字吉水 5 

山 虎 熊今井虎煎 5 山 口 豊栄字山口 6 

市
計 2 か所 17 | I 林 下徳定字林下 10 

西根坦 矢田西根祖 11 町 並 町並字町並 25 

東根租 矢田東恨組 釘
幼椎園 1 

沌ノ上 ill l:平井字沌ノ上 4 旅館 l 
常 塁協 l 

金荒子 榎戸金荒子 15 保公育会所堂
1 

宋 ノ oiJ 八栄穂字家ノ fiU 5 
滑

1 

山 際 北 多屋山際北 14 野 添 浅谷字野添 5 

市
北 認 “ 北四 10 中ケ谷 出沢字中ケ谷 5 

中 邸 9 中郷 11 広見埠 横川字広見律 8 
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市 公共的建物

i 
公共的建物

［ 区域名 所 在 地 人家 備考 区域名 所 在 地 人家 備考
種類数 種類 数

井戸向 日吉字井戸riil 8 地王谷 111 日長地王谷 5 公会哄 1 

下 畑 II 字下畑 5 知 束 屋 敷 新知東臣敷 5 

峯 市川字姦 6 脱迩 IIり 新知梶姻IIn 7 
多

平 ”字平 10 森 下佐布里森下 7 
新

中 山 ”字中山 11 市 栖 田 佐市里橘田 5 

向 山 ”字向山 5 ; I・ 18か所 190 2 

山 中 ”字山中 5 
屑胤南，汁 山

長坂町南山 〇麻屈住宅 2
城

寒 欠 吉川字寒欠 6 1か所

゜
2 

奥 谷小畑 字奥谷 5 
II 東郷 北 山

東郷町北山 2 学校 2 

Ill 父 99字,JU父 1 公民館 I 町計 1か 1祈 2 2 
市

尻翡 岩 計姻 IIl 西入船 西入船字咀入船 10 長久手町 12 

宮 東徳定 字宮東 5 1か所 12 

→ロ• 竹牛倉字吉竹 5 北下 JII 削久比北下川 12 

計 41か1折 314 11 白 ,11 西 荻臼山西 10 公民餡 l 

西ノ脇 大田町西ノ脇 6 I 坂 南荻坂南 11 

浜須賀 名和町浜須賀 ， 三ノ山高 矢高三ノ山翡 7 公民館 l 

西丸 Il」 荒尾町西丸山 5 阿束 側横松東側 20 

束東 丸山 '， 東丸Ill 10 I 中 側 II 巾側 20 

木下し ，， 木下し 50 西 側 ，'西側 IO 

海 楽 脇 ，' 峯脇 邸 久 珠珂1 田 宮油珠理田 5 

北人鎌 i1i横須賀町北人録 I 施荘 設設 1 常 逍 ','肛道 6 I 
I 

市 寺 F 大田町寺 F 42 神社 1 坂 ） ヒ II 坂ノヒ 6 

樹 木 ，' 樹木 14 比 石下根 ，，石下根 14 

広 脇 蒻横須賀町広脇 〇高校 I 石 坂柏大石坂 4 保育所 I 

i r l0か所 192 3 寺 ,1u ,；9木寺91{l 5 

岡 田岡田中谷 13 町 柘 梱板山柘棺I 6 

釜 谷 99 釜谷 5 東 脇似住東脇
I ， 

佐布里 佐布里江之懸 4 集会J祈 l 長光寺 椋岡長光寺 l 保育1Jj 1 

知 東 島岡田東島 12 Ill 向板山川向 61 

久 平 99 久平 5 計 17か所 152 4 

iII 畑日艮浦畑 15 弁 済生路弁済 12 

多 麻 見岡田高見 45 東 坂 下 9坂下 12 

生 出日長生出 5 油 岡 田森岡岡田 5 

中 谷岡田中谷 13 町 柑敷一区 緒川屈敷一区 5 

市洵 廻 IIll 新知l"，j廻IIi] 10 計 4か所 訊

佐布見、 ，，佐布見 6 

靡
内囮寺 内泊JI勺禍寺 23 

井洞脇 佐布里井洞脇 12 

雷
巾端 ”東端 45 

地王谷 11) 日長地王谷 16 東 ,111 田 ，'東前田 22 
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三荒東坊
区

市
町
村
名

堂 ノ J: ，，堂ノ上

小浜（II 大井小浜

小浜 1111 ,, 

初 神豊浜初神

西の平井 ク西の平井

南 1半 月 9 半月

豊浜内田 1 ，，内田

I 
於 更片名於更

山ノ神師埼山ノ神

的 湯ヶ的場

神戸 nIl ，，神戸浦

I内海内田内海内田

知 i中 根”中根

1 tlij 

間

天神

屋

之

塩

奥

塩

西

山 I“前山
I 

ば＇山海問草

束 I”天神東

亀井戸片名亀井戸

照 浜篠島照浜

北 測内海北側

多 1楠 本，，楠本

迎幻間（I) 山海迎俎1111

屋 1大井坦屋

側内海奥側， 

浦 1豊浜坦屋浦

illll "西之油

地 1人家ロニ
種類数

60 I公会堂 II 

l

l

l

l

l

 

院

固

所

椎

育

佼

場

病

保

会

幼

9
9
,
 

学

集

ー

7
2
7
2
3
5
4
1
0
2
9

磁

4
6
1
7
3
2
7
3
2
3
2
9
1
4
3
1
1
5
3
5
1
1
8
1
0
7
8
1
0
2
3
2
0
1
2
8
2
3

中之浦 99 中之Il9

町 1東之 i/i 99 東之浦

I 
高 浜 99 高浜

鳶 麦 99 蒻麦

新 居 /9 祈居

迎廻間（＇） 山海迎廻問

土 lllll,,土／閉

七七九五， 99 七七九五

南 側片名南側

長 谷”長谷

1
0
5
2
2
0
2
5
1
0
1
5
8
3
5
2
2
2
 

在

欠

田

屋

浜

石

山

県

原

内

塩

照

赤

束

海

浜

浜

井

島

“
 

所

内

豊

豊

大

篠

名

欠

①

111m
石

Ill

□
11

ロ
町 1水

芙

浜

町

町

鳶ケ平井

成

郷

藤

丸

吉

良

．．． ~
 

棠

東

計

西山

宮

，，；；；ケ平井

山 In雨崎丸山

山ノ 手＇大井山ノ手

聖 崎大井聖崎

峯 日間賀島永峯

下 海 1” 下海

太 I,, I良太

田 1豊紐田

58か祈

上前田 1疇噂田

南屋敷！ 99 南屋敷

三苔1壱丁田 1壱丁田

町 i, I 1か所

考備

戸
家

5

人地

I I 

根宮道字営根

山小山田字東山

III ” 字西山

兼 I乙Ill字籐兼

前留谷 I宮崎字前留谷

西宮後 ,，市西宮後

山

前

丸

宮

字

字”
 

山

前

西 山（！）小山田字西山

匝大山乙111字西大山

馬 道宮崎字馬虹

郷 中餃馬字窃中

I

I

I

 

局

館

院

便郵

旅

寺

1
6
1
0
8
1
2
2
0
1
2
1
0
3
0
2
1
 l5 

29 I 

ll 

゜
旅館 2
役場 l

〇 旅 館 2

4 旅館 l
寺

； 
l i 

i l3 野醤 1 } | 
l,247| 1 l9 | 

l2 旅館 l

切小学校 Il 
旅館!l 

6 

゜
小学校 l 

I 
旅館 l

6 | 
5l | 1 

| 6 1 

6
 □

 
，
 

ー館旅

1
5
1
1
5
8
1
0
4
3
1
2
1
4
5
3
0
4
 l l 
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所名域区

市
町
村
名

公共的紐物 市

在 地 1 人叫冒；口備考II〗 I 区域名 1 所 在

公共的建物

地 1人家口「；T;i備考
砦 山I岡山字砦山

吉上ノ IIJ 宮絢字ヒノ ill

良寺ノ lこ 99 寺ノ上

町中迅下 99 中辺下

,
1
 

f
 16か所

椅 山鳥羽字崎111

西幅豆曲幡豆 字市場

肉門叫東幡豆字肉,,,I内

西 Ii1J Ul ” 字西前田

幡 I田 中 99 字田中

三ツ 駁 99 字三ッ埃

束幅豆 99 字` F谷
i 

彬 99 字日影

迎 99 字迎

豆

町

か
r

町

日

郷 中 I” 字卿I•

入 1liJI西幡豆字入1liJ

口
洗 IIiJ1，1！芙字洗IIiJ

妓 沢桐山字妓沢

時 近沈溝字時近

芦 谷 四 谷 字後シロ

田 I大 坪 逆Ill字大坪

巾柑敷仰Jj字中屈敷

山川 IIり永野字山11111り

□
 

額
田
町

ー院寺

3

4

6

5

 
5

8

4

6

7

0

6

4

6

7

5

2

4

 

＿2
1

1

4

1

1

1

1

1

1

 

6

6

8

-

3

8

 

ー

2
 

I

I

I

I

I

 

館

所

館

所

民

会

民

会

公

集

公

集

1
0
9
1
0
7
-
1
9
7
-
2
0
1
2
1
3
5
5
8
2
4
I
O
I
I
5
5
 

3
 
2

1

1

 

校

署

所
公
育

学

宜

保

2
1
7
 

E暉（ひめん）1” ” 
営ノ入木下字名t,人

日面（ひおも）皮山字日 1面

小 姐l 桜形字小畑下

石 旗石1JJi字石閲(

占 城 99 字古城

犬 迫烏川字犬Ju
小貝 t1! ”字小貝ilt

副
中貝 till,,字中貝律

大 切霜尾字大切

柿 平千万町字9li平

田

町

中

麻

桜

.
9
 

汁

伊 1叶4/)l字冷Ill

生桜形字1llJlll

形 1” とFFIlii 

場 I桜形字市場

黒 石河fj；i,II焦石

日 1｛リクllljiiiHIhl 

クロカク I/9 字ク 0 カク

弥 ,n1,1,/Jl字弥ifi

竹 ，'I ,,字竹F

宮 下保久字宮下

外 々 外 99 字外々外

際

下

田鍛椛字際In

切 99 字l'IJJ

巾切 (1)1"字中切

中切 (Ill"字中切

沿 小久Ill字落

寺 辻 99 字寺辻

寺ノ 下大翡味字寺ノ｀F

k ,~ I " 字大幽

井戸人以山字井｝二i人

中王柿平 99字巾E91i平

北 岡樫Iiliii北岡

下貝 ti< 片舟字下fii19

翌 9 沢 1 ,9 字既ノ沢

沌 野淡淵字沌野

新 畑 99 字新i111

小デノ沢島Ill字小デノ沢

0

5

9

 

I

I

 

18 学校 1
宮公署 1 

9 集会所 1 

ー校学

8

8

9

2

 

ー

l

l

 

校

校

学

学

小

5

8

4

5

5

8

1

6

5

6

0

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

2

 

l

l
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： 公共的建物
市 公共的建物

区域名 所 在 地 人家 備考 胃 区域名 所 在 地 人家 備考

fili 類数 名
種 類 数

亀 穴宮崎字亀穴 20 宮公苫 l 新明前 西細田字新明I11J 14 駐在所 l 
,jヽ

市 場石原字市場 ， 入 涸 II 字入洞 7 

箆i 原

岩 含大代字岩倉 5 災 平 簗 平 7 
付

I 14s 田 下貝 津 //字下貝油 5 計 19か所 15 

岡 99 字岡 5 池 烏御蔵字池烏 6 

町
林 下 ”字林下 10 辻 畑大河原字辻畑 以

計 I 46か所 糾l 足 助足助 55 学〗 校 1
公育署所校 1 1 l 

宮 巴白川字宮脇 5 本 蕊則定字本綿 17 

餌l 作 ”字御1乍 11 真 弓足助字真弓 12 

梨ノ木 上川口字梨ノ木 10 於三屋敷 御蔵字於三屋敷 6 公会堂 l 

井戸入 下川口字井戸入 17 宮ノ前 月原字宮ノ 1liJ 10 

藤 井ノ沼 飯野字井ノ脇 6 足岩 崎足助字岩埼 7 

中屋敷 折平字中尉敷 ， 辻 御蔵字辻 I 駐在晶所社 I 

日 沢 御1乍字日沢 2 保育所場 l 寺ノ下 II字寺ノ下
4 学集神 1 1 1 

エ 1

岡 空 ヒ川口字空 4 神工 場社 l l 畑 中 99 字畑中 6 

下 切 迫 字下切 2 公神民館社 l 1 馬 橋逍分字馬橋 12 
学校 I
宮公苫 l 

井戸上 御作字井戸1: 6 坂 上佐切字坂 6 

町 西屋敷 折平字西屋敷 6 助中 切 " 字中切
8 公民館 l 

消防自旗 1 

下屋敷 “字下屋敷 5 病院 l 東大見 東大見字西貝戸 2 小学校 l 

上ノ山 白川字上ノ山 7 家ノ下 中立字家ノ下 9 寺院 1

寺 前下川口字寺1"J 4 寺社 1 成 酒足助字成瀬 8 

計 I l4か所 I 94 I 8 三本松 ”字三本松 IO 

北篠平 北篠平 5 溝 端 ニタ宮字溝端 9 公民館 l 

平 珊平姐l 26 宮公署 l 町 馬 尺 千田字馬尺 5 

名木 下 西萩平字名木下 7 中 切 lllilii字中切 10 

9」ヽ 洞永太郎字小栂 1 学校 1 井戸涸 明／1|字井戸洞 11 寺院 l

,jヽ
堂／本 大草字宜／本 16 .l: 切東大見字J:切 ， 
平 田 99 平田 3 郷土誼 1 

診祖所 l 
日 面 栃本字日面 4 神社 1

涼 営 博俣字涼営 6 中 畑 月原字中畑 9 寺院 I

更田前 大平字更田前
寺院 l 鈴ケ田和 明川字鈴ケ田和 20 

原
7 公民館 1 

下 仁 木 下仁木 5 通の沢 月原市碩0)沢 5 

上仁木 上に木 10 
肩旅晶館 i 1 

計 27か所 284 19 

広 見 " 字広見 5 児童館 1 後 庵 東大沼字後暉 19 

村
蒔 本 99 字蒔本 5 下東大沼 II 字八沢 l 学校 l

日 面 II 字日面 6 神社 1 山 田平沢 田平沢字薮下 3 学佼 1

東 郷渠郷
8 公民誼 l 

農協 1
付西ノ沢 栃立字直ノ沢 6 神社 l

大 阪大阪 5 計 4 か所 29 3 

平 岩大凶字平岩 5 保育所 1 稲 場 下切字稲楊 13 
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i 
公共的建物 市 公共的建物

区域名 所 在 地 人家 備考 > 区城名 所 在 地 人家 備与
種類数 種類 数

宮 111J 小渡字宮I]1J 20 
教乎公貝民住校俯屯

I 

束
田 村 足込字橋場 6 1 

築和合 島崎字築和合 20 l 
栄

公小民学館校
2 

西ノ入 榊野字西ノ入 ， 
町

坂 場 御園字坂場 4 
1 

恥屈前 杉本字砧居1ilJ 11 中学校 1 JI 5か所 16 10 

寺 ノ 下 小渡字寺ノ下 27 官病公院署＇ 2 カキノタモ 上黒川字カキノタモ 5 I 

旭 浮 橋 榊野字浮橋 7 中 村 99 字中村 6 学校 2 

薮 F 小渡字数下 15 1 束宇辿 ” 字束宇辿 5 集会場 1 

禎ノ下 浅谷字槙ノト 18 須 栃 坂宇場字須栃 2 釈会場 1 

井藻地 束加塩字井藻地 5 1/1i 妍II 下黒Ill字溝畑 7 集会場 1 

町 束 ” 字稲場 F 13 
老人

l 東 牧 99 字東牧 5 ホーム

稲鳩 下 杉本字稲叫下 1 公民館 1 下 中 ” 字下中 5 

宮） 1:9，1 下切字宮ノ刹 6 寺平 Ill 99 字寺平 6 

祁貝戸 杉 4ゞF•it tlF 8 骰 古真立 古貞守字松約 1 学校 l

小阿妻 下11J字小仰l及 8 坦 瀬 上黒川市塩瀬 3 出保育会，JIJii 
I 
1 

;11 15か所 181 6 面垣外 ” 字西垣外 14 

仲樹切 三都橋字（叩；！切 6 宮 嗚 99 字宮嗚 5 郵｛史/,,) I 

福 田 田峯字船田 IO 病院 1 I 万 治 II 字月治 5 

鍛治沢 99字鍛治沢 15 根 西金越 ” 字西金赳； 5 集会1月 l 

日 影 骰邦字日影 6 岳地土 坂宇場字岳地土 5 

II,i 崎 柑崎字柿木貝津 14 lこ 地 II 字上地 5 

居 立 田口字居立 5 保育園 I 二祖 1裔 99 字二紐橋 3 学校 1 
設

竹 9 花 東納I，Il字竹／花 5 巾 村 99 字中村 5 

権 化 Ell内字権化 8 村 宝 三沢字宝 5 

束 地 大名g字束地 6 lli 内 99 字山内 6 出会19i I 

田 ロ 田口字小貝t19 8 宮 ド 99 字宮下 6 学保育所校
1 

楽
I 

大 栗 東納i19字大栗 5 上 手 ” 字ヒ手 6 集会所 I 

衣 ノ F 田峯字家'F 6 
I 

小 田 下』りII字小田 5 公会批 l 

ヒ 原 ili崎字J::hh 15 上の平 II 字上の平 5 

絡 坂 三都橋字條坂 7 大 立古真立字大立 5 
町

ガソ＇）ン
神谷沢 豊邦字神谷沢 5 寺平 (II 下/.ii川字寺平 5 スクンド

l 

4ヽ 幽 II 字小西 5 計 26か所 135 17 

西 路 八橋字西詑
教育

1 麓 字麗 5 5 センター
律

新 直 川向字新直 6 下 留 字下留 10 
具

細 野 豊邦字細型I 6 学校 1 上 F 留 字．ヒ下留 ， 
村

JI 19か所 143 4 社 3 か所 24 

東 平 瀬 函園目字平瀬 公゚民館署
I 

上 郷 大野瀬字上郷 5 
館公 I lli 

栄 横 ,1 三輪字横引 6 武 竹之下 稲橋字竹之F 7 学校 l 
町

神贔屠」：
I 

町 橋 場 足込字橋場 0 学校 1 ク ヒラ 大野瀬字クヒラ 5 1 
1 
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［ 
公共的建物

i 
公共的建物

区域名 所 在 地 人家 備考 区域名 所 在 地 人家 I- 備考

種類数 種 類 数

本 邸川手字ハネ 15 計 2か所 18 

稲 拍 洞大野瀬字日ヨモ 11 柿 の 木 東上字柿の木 12 集会場 1 

武 中 村 桑原字下中村 21 公民館 1 滴の入 II 字濶の入 5 寺旅 院 I 
館 l

町 ホウシガ洞 稲橋字ホウシガ涸 ， 滴 平 ”字派平 6 

計 | 7か所 73 5 勝 Ill 99 字勝JI! 5 集会場 1 

中 島愛郷中 島 4 保育回 1 宮 島川原 松原字島Jll原 13 

榎下 (I) 乗本榎下 16 西 狭 金沢字西狭 6 

丁 塚海老丁塚 28 町 柿の木平 東上字柿の木平 8 

平 沢愛郷平 沢 1 小学校 小南口原 上長山字小南口JJ只 ， 
鳳川 端 愛 螂 川端 8 計 8か所 “ 

4 

小 島只持小島 10 旅館 1 御 御 埠 山 広石字御律山 13 
注

身平橋 四ツ谷身平橋 5 町 計 1か所 13 

来 寺 前 海 老 寺前 13 保育園 1 田 原 田原字巴江 10 

木 戸門谷木 戸 8 三軒屋 99 字三軒屋 13 

大 筋 只持大筋 7 
田

浜 辺 仁崎字浜辺 17 

町 桑 原 愛邸桑原 l3 保育園 ］ 野 田 野田字宮下 14 

家の脇 愛郷家の脇 6 消 水 自谷字清水 lO 

榎下 Ill 乗本榎下 5 
集小公邸会会便学場世局校 1 l 1 1 

谷埠 II) II 字谷津
公民館 l 

原
8 小学校 1 

紺屋平 下吉田紺屋平 12 谷注 Ill 99 ’’ 5 

計 14か所 136 ， 太 神 谷熊字太神 13 

布 路 保氷布路 ， 栗 生 "字栗生 5 

小保学育所校 1 1 
町

本 紐 杉平本郷 10 寺海道 II) 野田字寺海道 8 

折 地 田代折地 8 寺海道 Ill ” 
， 

長 国 田原長屈i 7 計 11か所 112 2 

作 東 当保永東当 6 
充晶町 若計 見

若見字小山 1 小学校 l 

経 蔵 菅沼経蔵 10 1か所 1 1 

中沢具津 高松中沢具津 7 郷中 Ill 古田字郷中 12 寺院 l

手 長 筋 岩波長筋 6 下 地 福江字下地 23 官旅公署館 2 1 

小 滴 守義小滴 5 湿 瀬 戸 山 和地字瀬戸山 l 小学校 1 

燐 光 守蕊俄光 5 骨山 Ill 日出字骨山 5 旅館 1

村 大 平菅沼 大平 5 骨山 Ill 99 20 ホテル 1 

持 籠 大和田持輝 7 
芙

八幡前 山田字八幡前 6 

具 江 高松具津 6 宮 の 脇 福江字宮の脇 2 官公署 2 

根 地 田原根地 5 寺院 I 町 邸中 Ill 古田字瑯中 5 

計 14か所 96 3 岡ノ越 II 字岡ノ越 1 小学校 1 

音 中屋敷 萩字中屋敷 12 計 9 か所 75 10 

嘉下 室 9字下室 6 合計 631か所

登載対象・・・・・・人家 5戸以上巡fこんしたか所、又は公共的建物に被害のおよぶおそれのある頌斜度30度以上、高さ 5メートル

以上の急傾斜地（昭和57年点検）
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(2) 急傾斜地崩壊危険区域
（県土木部砂防課）

地 形
市町村名 区 域 名 砂 質 人家 公共的建物 備 考

勾配 長さ 高 さ

50度
rn 911 

1『千桶区娘ケ池区域 !90 12 砂質ローム

守山区大門区域 58 85 8 砂 12 

，， 市場区域 45 185 10 ” 33 

，， 市場東区域 40 ll6 12 ，， 24 

天白区天臼町大宇八事衷山区域 70 162 13 砂利交り土 18 

緑区作の山町区域 45 91 ， 礫交り土 6 

，，叫海町字本町区域 40 100 8 砂質粘土 7 銀行 1

” 
，， 三王山区域 35 120 20 第 8紀屈砂岩 7 

守山区小幡西城区域 35 90 12 第 4 ， 5 

名古屋市 緑区嗚海町有松裏区域 35 48 6 第 8 ” 8 

” ，， 消水寺区域 30 70 7 第 4 “ 8 

，'大高町城山区域 45 265 8 ，， ‘’ 16 

千柚区在里町 2丁目区域 45 82 10 ，， ，， 12 

緑区鳴海町前之輪区域 35 248 12 ，， 
” 22 

南区朝拝町 1丁目区域 40 57 7 ，， 
” 13 

“白雲町区域 41. 5 43 6 ” ” 5 

守山区大字中志段味字東原区域 40 100 7 ” 
，， ， 

緑区有松町大子有松字橋随蒋区域 40 220 10 第 3 ，， 31 小官学校 1 
公署 1 

守山区大字小幡字大屋敷区域 45 250 12 第 4 ，， 8 

計 19か所 258 3 

向山町区域 85 248 11 砂利交り土 22 

，， 七面区域 80 360 ll ，， 12 

芦原町区域 80 740 13 ” 18 

福岡町区域 80 102 6 ，， 17 

杉山町東谷区域 60 100 8 第 4紀屈砂岩 26 

老津町東屈縄区域 45 360 7 ” 16 

豊橋市 ，， ', Il区誠 70 168 8 花悩岩 6 

午川某師町区域 50 70 6 第 4紀眉砂岩 5 

” Il区域 50 60 6 “ 5 

一色字一色郷区域 60 100 7 ，， 5 

杉山町南河内区域 60 130 6 ‘’ 6 公民館 1 

大崎町平j也区域 55 225 13 ，， 15 

゜計 12か所 153 I 

※丹坂町薮下区域 50 85 45 風化花1維岩 7 

※丹坂町東薮下区域 31 70 30 ，， 13 神社 l 

六供町区域 55 90 6 砂質ローム 16 

岡崎市 ※川向町区城 55 260 18 砂 12 公民館 1 

※明大寺町西郷中区域 55 265 20 風化花1紬岩 50 学校 1 

※ ” 踊山区域 70 370 20 ” 28 ，， I 

伊賀町区域 60 145 12 花／紬岩 20 
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市町村名 区域 名
地 形

砂 質人 家I公共的建物 I備 考

．§能見町区域

稲熊町4丁目区域

大抑町根畑区域

明大寺孤塚区域

安戸町日同区域

i 奥殺町赤峰区域

： 渡通津町西久後区域

悔固町 3丁目区域

大抑町宮ノ畔区域

藤川町町裏区域

明大寺町出口区域

岡町字西神馬崎席側区域

小丸町字郷中区域

駒立町字ノリコヘ区城

米河内町本坂区域

仁木町字郷西区域

羽根町字小豆坂区域

計 24か所

•:g須原町区城

進陶町区域

糸束権現町区域

仲切町区域

・仔紺昼田町区域
瀬戸市 I

東吉田町区域

岡崎市

藤四郎町区域

仲切町{ID区域

東郷町区戯

計

；社亀崎区域

半田市| 8山町区域

計

35 

45 109 

2か所

,※内津町区域
在日井市

9か所

計 1か所

三上町字勝山区域

八幡町太宝山区域

豊 Ill 叫 国府町字寒若寺区域

市田町字宮田区城

計 4か所

屯九久平区域

豊田叫加茂lllll!J本郷区域

大内町河原畑区域

亨 さ
45 120 

Ill 

6. 6 花湖岩

7 両霙母花闘岩

501235120 

70 

70 

65 

50 

6
5
6
0
5
0
6
0
4
7
4
5
5
0
3
0
4
5
6
5
-
4
0
 

,
Lー
・
・
ー
ー
！

30 

60 

43 

0

0

0

 3
 

5
 

l

2

2

 

0

5

0

0

 

6

7

l

l

 

2

l

2

l

 

1
1
1
6

お

20

5
4
1
0
1
2
4
5
 

1

1

1

 

55 

300 

100 

80 

175 

50 

!60 

82 

300 

270 

2

3

 

l

l

 

10 

23 

10 

，， 

”
 

岩

岩

湖

岩花

岡

母

紺

”

ク

“

”

ヶ

”

”

雲

花

両

花

~
 

5
 

l

4

8

6

8

0

 

l

l

l

 

l
l
l
l
l
 

校

密

佼

館

校

公

民

麿

学

伶

咤

7

7

0

 

戸

l

l

 

48 

1

1

1

1

1

1

 

校

園

院

社

館

院

学

椎

民

小

幼

岳

屯

心

峙

1
7
8
5
7
8
2
1
1
1
1
0
1
4
5
7
1
8
 8
 

， 1 362 

砂質桔土ローム I20 

礫交り砂質ローム 1 8 

岩

岩

砂

砂

岩

層

闇

砂

紀

砂

祀

閾

3

3

 

第

第

花

5

0

0

5

7

 

l

l

i

l

 

3
0
8
5
7
5
2
4
9
5
 

1

2

 

8

0

0

0

0

 

4

u

0

5

8

5

 
40 i 6. 5 I第 3紀層砂岩

”
 

砂質ローム

第 3紀層砂岩

40 llOO l50 I砂質ローム

45 I 160 I 9 砂利交り粘土

40 I 247 I 15 第 4紀附砂岩

30 I 110 I 14 ケ

45 I 65 I 10 ヶ

50IG001so1花 拗 岩

”
 

5
0
5
0
 

220200 

5
0
5
0
 

7
4
4
6
2
3
9
6
2
2
-
1
4
5
-
6
7
3
1
-
9
8
-
6
-
6
-
9
2
8
8
 

．

．

 

15 

2
1
 

社
館虚

0

0

0

 

3
 

1

1

2

1

 戸
6
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地 形
市町村名 区 城 名 地 質 人家 公共的建物 備 考

勾配 長 さ 高 さ

1JI'. ”’ nI F3 

桂野町屋下区域 45 120 23 花岡岩 8 

加茂川町大下区域 35 90 22 ，， 7 

松平志賀町四反田区域 50 120 20 ” 
， 公会堂 1 

豊松町寺下区域 60 260 20 ，, 19 公民館 1 

鶉ケ瀬町小石狭間区域 50 330 16 ” 15 
豊田市

鋭田町日かげ区域 48 80 13 ，， 5 

常盤町 1丁目区域 60 160 7 “ 19 

鵜ケ瀬町翡瀬下区域 50 480 20 ク 20 

岩倉町字平古区域 50 i 300 15 ” 10 

計 12か所 181 3 

室町別曽区域 55 140 12 第 4紀1釦砂岩 6 

家武町札木区域 45 90 20 ，， 6 
西尾市

貝吹町字油ノ木区域 60 95 7 ” 6 

゜計 3か所 ]8 

形原町東欠ノ J:区域 70 145 6 花岡岩 5 

，， 北古城区域 58 255 6.5 “ 14 

西浦町宮東区域 55 I I 85 11 ，， 

゜
小学校 1 

蒲郡市 三谷町鳶欠区域 50 215 16 ', 22 

西浦町東蛎区域 40 100 10 ” 14 

三谷町原山区域 55 55 12 ', 4 学校 1 

計 6か所 59 2 

※大字犬山字瑞泉寺区域 35 100 56 砂質ローム 12 
犬 山市

計 lか所 12 

矢田字東根組区域 60 220 15 第 8紀1日頁岩 27 ｛叫農這協 l l 

樽水字平井区域 60 126 18 ‘’ 8 官公署 1 

多屋字山際北区域 65 280 10 ” 14 

矢田字西根組区域 50 160 10 ，， 11 

榎戸金荒子区域 40 160 8 ” 15 秒公部会［翡 1 
幽 1

樽水平jt(II)区域 55 255 20 ‘‘ 77 
常 滑市

市場区域 50 160 6 ，， 35 保育園 l 

丸山区域 35 145 8 、 ， 
北郷区域 50 200 11 ，， 10 

郷枝区域 40 130 11 ，， 5 

中郷区域 50 170 11 ‘’ 11 

計 11か所 222 6 

※沌ノ士区域 56 90 6 砂質ローム 10 学校 1

※野田字権限区域 50 480 10 花／紬岩 24 

※豊栄区域 50 131 15 砂質ローム 8 
新城市

※東沖野区域 30 130 10 花 1雌岩

゜
保育園 1 

※西新町区城 40 168 8 ，， 22 公民館 1 

※須長藤沢区域 50 255 15 ，， 10 
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市町村名

新城市

区域 名 質］人町公共的建物 I備

東海市

知多市

束郷町

長久手町

；そ豊島本城区域

；四慈定水ノロ区域

荘’豊島馬渡り区域

※須長字八幡区域

遠ヒ平井字大谷区域

．i; ，' 字東入船区域

稲木字吉水区域

豊栄字大洞山区域

計 14か所

大田町字西ノ忠区域

高横須賀町北人鎌区域

大田町寺下区域

，' 天神F,J: 

Jt 4か所

I 岡田区域

＇ ，，字東島区成

！ ，，字久平区眩

, ＊'，字釜谷区戯

！え・佐市里区域

日長IIn、1il1区域

岡田扁見区域

日長生出区域

•;•岡田中谷区域

佐布里字井洞拐区域

日長字地王谷区域

計 11か所

•;•北山区城

計 1か所

熊張岩俎1廿1区域

地形
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地 形
市町村名 区 域 名 地 質 人家 公共的建物 備 考

勾配 長さ 高さ

70度
999 '“ ぷ※神戸浦区域 90 25 風化頁岩

※西の平井区域 46 300 60 ，， 24 

※初神区域 40 480 60 “ 29 

※東端区域 50 360 30 ，， 39 

※内福寺区域 42 270 60 ，， 23 

※師崎的場区域 65 220 10 ', 23 

豊浜字内田区城 60 223 80 砂質ローム 17 

篠島字照浜区域 50 96 15 第 8紀屑頁岩 10 保育園 I 

篠島字東山区域 70 117 10 風化花岡岩 7 学校 1 

内海内田区域 30 170 20 第 3紀屑頁岩 l5 

内海東前田区域 60 220 20 “ 27 

豊丘堂／上区城 45 125 25 ヽ 認

豊丘坊奥区域 55 230 2l ，， 23 

片名於更区域 55 105 町 ” 82 

山海天神東区域 30 160 20 ，， 11 
南知多町

内海前山区城 55 265 20 ” 15 

山海1闊草区域 40 360 80 ，， 18 

豊浜半月区域 50 185 20 ” 46 

山海荒井区域 60 650 25 “ 60 公会歯 1 

内海中根区域 50 2あ 20 ” 31 病院 I

師崎山ノ神区域 55 335 10 ，， 61 

大井小浜 I区域 45 225 14 ” 54 集会場 I 

大井小浜rr区域 50 62 15 “ 10 

片名字亀井戸区戯 44 125 20 り 8 

内海字西御所奥区域 50 200 35 ，， ， 掘祉 l 

師崎字丸山区域 45 150 20 ” 15 学校 1 

゜内涌字楠本区域 50 235 20 ，， 10 

゜豊浜字小佐区域 60 150 30 ヽ 12 

゜大井字塩屋区域 50 150 16 ，， 15 

゜計 29か所 696 7 

河和字上前田区域 30 190 15 礫交り土 ， 旅館 1

美浜町 河和字南屋敷区域 40 400 15 砂 岩 切 ｛小肱学校仰 1 1 

計 2か所 86 3 

也町田区域 85 100 7 第 3紀屑砂岩 15 

゜武豊町
計 1か所 15 

宮崎丸山区城 35 80 20 第 4紀屑砂岩 12 

宮崎西宮後区域 40 255 20 ，， 43 

宮崎宮前区域 40 85 19 ，， 14 
吉良町

乙川西大山区域 50 490 15 “ 30 

宮迫堂根区域 60 230 17 ” 15 

乙川藤兼区域 55 115 10 ” 8 
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地 形
備 考市町村名 区 域 名 地 質 人家 公共的建物

勾配 長さ 高 さ

度 m m F: 
小山田西山 I区域 50 170 13 第 4紀層砂岩 5 

小山田西山 n区域 45 110 16 ，' 5 

宮崎前留谷区域 40 llO 18 “ 10 

小山田字東山区域 40. 5 210 ， ，， 11 
吉良町

宮崎馬道区域 45 105 10. 5 ，， 4 旅館 1 

岡山字砦山区域 40 795 15 花閾岩 &l 

馬字郷中区域 45 150 lO 領家変成岩 I 11 
計 13か所 202 I 

※西幡丑区域 68 226 7 砂質ローム 16 

※田中区域 45 90 16 砂 6 

※東幡豆区域 40 80 6 シルト質ローム 6 

※鳥羽崎山区城 50 490 15 風化花岡岩 44 
I 

※東幡豆字西前田区域 60 l43 18 砂質ローム 10 

※東幡豆字肉門内区域 60 174 18 ', 17 

東幡豆日影区域 50 190 20 雲母片岩 17 
福豆町

西幡豆人前区域 40 85 19 ，， 14 

東幡豆三ツ塚区域 50 420 13 “ 14 

東幡豆郷中区域 55 210 l5 ，， 12 

東幡豆迎区域 50 200 l3 ，， 5 

東幡豆字前山区域 40 150 15 ，， 7 

東幡豆字御堂前区域 50 150 6 “ 10 公民館 I 

計 13か所 178 I 

深溝区域 40 116 10 砂質ローム 13 

,；9大草区域 45 230 20 ，， 20 

芦谷字後シロ区域 53 220 5 砂交り土 24 集会場 1 

桐山鼓沢区域 60 95 20 花閥岩 5 

幸田町 深溝時近区域 60 130 20 雲母片岩 8 

須芙洗前区城 65 66 7 花閾岩 5 

永野字筵所山区域 50 285 16.5 ，， 12 

深溝字割石区域 60 120 7 ', 6 

計 8か所 93 I 

；名桜形区域 30 205 55 砂 19 

桜形字小畑区域 30 168 20 花岡岩 8 

・名桜形日面区域 30 121 30 砂 18 官公署 l 

中伊区域 40 173 20 花岡岩 10 

鳥Ill中貝津区域 69 165 22 ，， 14 
額 田町

烏川犬迫区域 50 135 25 ，, 5 

烏111小貝津区域 ,10 55 25 ” 8 

夏山日而区域 40 200 15 ” 18 

保久中村区域 40 460 20 ，， 17 保育園 l 

石原占城区域 40 240 20 ” 2 小学校 l 
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地 形
市町村名 区 域 名 地 質 人家 公共的建物 備 考

勾配 長さ 高さ

85Jl!'. 
999 919 

『石原字石原区域 235 10 花岡岩

保久市場区域 40 100 15 ，， I 小学校 1 

宮尾大切区域 50 200 13 '， 5 

木下堂ノ入 45 250 14 ” 
， 集会場 I 

額田町
桜形字前田区域 48 115 17. 5 ，， 5 

桜形字市楊区域 40 160 7 ，， 8 

河原字黒石区域 40 100 7 雲母片岩 I 小学校 l 

計 17か所 157 6 

御作区域 30 285 65 花 岡 岩 11 

上川口字梨ノ木区域 38 切〇 20 ，， 7 

下川口字井戸入区域 40 250 35 ，， 5 
藤岡町

飯野井ノ脇区域 40 160 6 第8紀層頁岩 6 

白川宮脇区域 40 185 16 花岡岩 5 

計 5か所 34 

平畑区域 50 260 50 花岡岩 26 官公署 I 
小原村

1か所計 26 1 

※足助区域 45 631 80 風化花岡岩 55 ｛刃官Jt公這署 I I 

月原字宮ノ前区域 30 250 80 花岡岩 10 

御蔵池烏区域 50 140 25 “ 6 

御蔵於三屋敷区域 50 140 20 ” 6 公会堂 1 

大河原辻畑区域 50 275 30 ，， 以

足助岩崎区域 40 228 22 ，， 7 

足助真弓区域 40 85 13 ” 12 

則定字本郷区域 60 320 12.5 ” 17 翡ヽc学育校園 1 I 

御蔵畑中区域 45 165 25 ，， 6 

足助町 上佐切字坂区域 60 400 25 先新生代花1蘭岩 6 

上佐切字中切区域 50 400 25 ” 8 公民館 1 

東大見字西貝戸区域 50 200 20 ” 2 ｛ 消小防学校倉庫 11 

干田字駅区域 50 150 40 ，， 5 

玉野字黒所区域 50 120 40 ” 5 

中立字下I前区城 65 400 30 花岡岩 11 

゜中立字家 J下区域 50 570 35 ', 12 

゜川面字中切区城 50 230 40 ヽ 10 0 

東大見字上切区域 65 880 40 ，， 10 。
計 18か所 212 8 

※田平沢区域 30 80 12 砂質ローム 3 学校 1

※東大沼区域 30 180 20 ，， I 学校 1

下 山村 東大沼後而区域 40 195 15 両裳母花闘岩 19 

栃立字西ノ沢区域 30 200 50 砂質ローム 6 神社 1

゜計 4か所 29 3 
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市町村名

町

区 域 名
地

ロさ

旭

小渡字寺 I下区域

小渡字宮前区域

島崎字築和合区域

下切稲場区域

杉本烏居前区域

榊野浮橋区域

小渡薮下区城

榊野西ノ入区域

東加塩字渠区域

杉本字＇槌見戸区域

下切字宮バ同区域

計 11か所

田口区域

そワ大字涌崎区域

束祁lllll字大栗区域

田口居立区域

東納咽字竹 J 花区域

田峯家／下区域

三部橋字仲星切区域

大名倉虔地区肢

田峯字毀冶沢区城

田内権化区城

豊邦日彩区域

田峯福田区域

大字屑崎字ヒ原区戯

田口字杉平区域

田口字玉 J木区域

計 15か所

三綸横sl区戯

西1苔1目平瀬区域

御園字坂場区域

足込字田1寸区域

計 4か所

；名古貞立区域

ヒ黒Ill字下中区域

坂宇湯西垣外区域

坂宇湯須栃区域

ヒ黒Illカキノクモ区域

下黒川東牧区域

坂宇湯宮 J 区域

1:黒川中村区域

形
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市町付名 I 
地 形

人糾公共的建物 I備区 城 名 地 四 考
勾配 長さ 9f叫f ぐふ

度 119 999 F 
下黒川溝・I団区域 45 130 20 花閥岩 7 集会場 1 

l：黒川字東宇迎区域 40 170 "~ 5 
，， 5 集会場 1 

下黒Ill寺平区域 45 120 14. 8 ，， 6 
戦根村I

下黒Ill字寺平1Il)区域 40 260 35 6 ，， 

下黒Ill字小田区域 45 210 20 ” 4 I公民館 1 

計 13か所 l 65 I 7 

・名字下留区域 l 35 50 40 砂 2 I 

律具村 I
字麓区域 」I! i -845 0 I | 1so so 第 3紀／付礫岩

5 

下訳 EF留区域 180 30 砂質 ， 
計 3か所 16 

大野瀬 j：批区城 '心 u誓，． 母花98 5 

稲武町 I
稲橋竹ノ下区域 40 295 花岡岩 7 小学校 l 

川手字ハネ区域 40 200 I/ l5 寺院 I

計 3か所 I 27 2 

乗本字榎F区城 I 30 220 35 結品片麻岩 16 

愛郷中島lR肢 40 180 20 花 岡 岩 4 保育園 l 

愛郷平沢区域 40 97 8 0 ”  〇 保育園 1 

愛郷Ill端区域 55 210 30 、 8 

鳳来 町 I海老「塚区域 35 320 28 

乗本榎下OD区域 35 210 12 結晶片麻岩 5 集会場 1 

一色小島区域 40 130 18 ，， 5 公民館 l 

下吉田字紺屋平区域 40 280 15 蛇紋岩 12 虚闘 1 
1 

計 8か所 78 6 

保永字布路区岐 30 150 15 花／ii 岩 ， 
杉平本郷区域 40 300 30 ” 9 I（小保学育校園 l l 

田代折地区域 80 140 8 ,, 8 

田原長国区域 40 175 20 ，， 7 

保永東当区域 40 190 IO “ 6 

作手村I岩波字長筋区域 40 130 18 ，， 5 

守義字儀光区城 65 150 30 石英1月緑岩 5 

裔松字具律区域 70 100 20 花岡岩 6 

守義字小詭区域 65 150 30 石英閃緑岩 5 

田原字根地区域 40 200 20 花拗岩 6 I寺院 I

計 10か所 66 I 3 

萩字下空区域 70 160 7 第4紀雁砂岩 JI 

音羽町 I萩字中屋敷区域 40 170 12. 5 結晶片岩 ， 
計 2か所 20 

松原字島川原区域 63 糾 0 15 砂 岩 18 

一宮町 1

東ヒ柿木区城 45 200 10 第 4紀屈砂岩 ll 

東l:勝Ill区城 60 165 15 ” 4 I集会場 l 

東上沌ノ入区域 40 140 17 ，， 3 旅館 1
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市町村名

宮 町

区 域 名
I 地

戸長:．  
・度[
i 55. 

形

さ 9
4
 

,”
 さ

地 臼 I人象1公共的建物 1備

く ：
1 点{

I 6 i 
， i 

考

伍 碑 町

Ill 

l05 

田 涼

9

9

 町

．：•田原町巴江区域

中野田区域

白谷字谷津第 1区域

臼谷字谷津第 2区域

日谷字清水区域

仁碕字浜辺区域

谷熊字太呻区域

田原三叶磁区数

谷熊奥生区域

野田字寺海逍II)区坑

" ill1区域

11か明計

・ビ若見区域

43 

55 

70 

75 

70 

70 

80 

50 

50 

40 

lお＇

180 

l茨

訊

糾5

2

8

0

9
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8

 

l

l

l

l
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？
 
13 

砂

砂
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“
 わ
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岩

t
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t
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赤 羽恨町

品 芙 町

計

福江下地区域

百田字郷中区域

計
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^
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~
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~
・
~

i:,t'•9-' 
129 

1か所
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岩

岩

岩

妙

岩

妙
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岩
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沼

片

ー

刊
閻
~
り
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交
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利
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第
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砂

石

策

,
 
．．
 

~
．
を

9
,
,

．
'
マ

8
 

6
 

,~ 

0

0

0

0

0

0

 

(

U

7

2

9

4

8

 

3

l

l

l

l

 

II~~,1‘ty 

.• 
<
<
＜
妥

~
1
,
V
9
~
~
’
~
•
~
▲

ー
” 

幽
館

育
民

保
公

,
'
A
>
9
9
9
.
>
．'；，

9

'

 

0

4

8

5

9

7

3

 

^
O
 
u
i
J
 

8
 

みツ
， 
一i2l I 
， 

〇！学

↑ 

23|｛屋-， 、誼

l3 

2 I 
i 

"a 
切

l
-
2
2
 

2か所 36 

合 ,t 糾3か所 I 4. 4 0 8 

4
1
1
2
0
 

("') 急倭斜地崩壌危浜区域は、忌坦裟地の廂壊による災古の防止1こ渕する伝科（昭和44年1月［日法律第57号）第 3

条に基づき知！J!が指定し1こ区城である。

＇国は、建築基年法（昭印 25年5月24日法律第 201号）第89条{})f即定に瑶づき、愛知闊氾哭基生条例（昭和39年愛

知県条例筍拉号）第 2条の 2第 l項：こより、昭和4粒芦8月28E!告示第 255号及び昭和57年3月26日告示第3()5号で

指定された災害危陰区域であろ森

（讃仔地点 忌和59年 i月l巳 現在）
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(3) 地すべり防止区域
（県、1'．木部砂防課）

巾町村名 lメ 域 曲 伯 人 家 公共的建物 対策 r:’J r 

ill f 瀬臼liill子町 5. 73 34 り1:,J: r. 
瀬 I’iIri 

,;1 I か所 5. 73 34 

千足 豊IllI|i千足町 7. 65 38 排；)、 i』

翌 11i,li
,; I~ I か所 7. 65 38 

上1liJl!I J<i1i町．）＜字河和‘rt.I)卵I 8. I 80 宮公’/1 1 
J．浜町

,； I~ 1 か所 8. 1 80 官公署 I 

翌浜 南知多Ill［大字翌浜 5. 18 29 排，J, I 

南知多10[ 半／一J ，， 5.34 120 学校 I 

9 : I~ 2 か 1汁 10. 52 149 

乙 Ill 占良IIIJ‘人字乙Ill字巾切守 11. 9 99 排水 I

占 良 Ill! 白浜 ” “ 字白浜 6. 9 24 
りぐ水IIL 
排，k ［ 

9, 1~ 2 か所 18.8 123 

小 f沢 I足助町）、字小了沢 9. 3 ， 排水 I
足助町

社 I か所 9. 3 ， 擁 191、l

Ill I付 設；北町K字Ill内字IIl)［ぶり 7. 50 5 横穴ポー＇）ザ、ク I

設呪i町 豊邦 ” ｝＜字豊邦 43.40 13 排~水 I

9•, , 1』 2 か所 50. 90 18 

大りII 東栄町大字東1府目rr大1m 31. 45 17 小学校 1 tI I水 l

東栄町 御園 ，， K字紐lls-0 9. 87 7 ” 
9→9 1~ 2 か 1升 41. 32 24 

猪占弔 豊根村大字坂字場 6. 21 5 耕~水 I.

戦根村

,ii l 力• Iりi 6. 21 5 

｝、平 鳳来町）＜字東本＇釘 [1の神 26. 26 42 集水 II• I. 

阿寸 ク 大‘r,9,111字小剖I’i 18. 23 7 ヽ

Ill 代 ，， K'F F,!JII字111代 7. 80 ， 集水III.、tll水 l.

鳳来町
擁1籾L

,jヽ Ill ，， 人字兼本t'小川 12. 41 50 

多利阻I ヽ 大字凶槻1野＇r多利野 50. 02 32 

9: I~ 5 か 1所 114. 72 140 

赤坂 音羽lIII大字赤坂五本松芍・ 32. 20 62 1,i公＇柑 l UりJUIL 

音羽町

9) I‘ 1 か Iii 32 20 62 

合 , i 1/ 19 カ、 Iii 305. 45 682 4 

儘） 地すべり等防止法（昭和 33年3月31I]法律第 30り）第 3(/,に），しづさ建設KL:！が指定したもの，

（瀾在時点昭和 59年 1月 l日現在）
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本県では、これまでに 19地区に地すべりが発生し（次表参照）、この内 11地

区が概成し、 8地区について現在対策工事を実施している。これらの地区での地

すべり発生誘因はいすれも集中汲雨、長雨によるものである。

地すべり対策一覧表

番号 告示年月日 区域名 所在地 面柏 概・継 土たる工法 施工年度

1 s 37.10. 24 乙川 吉良町乙川 11. ha 90 継
擁墜工，集水ボー 34, 35, 54, 55, 56、57,
リング．水路工 58,59 

2 ，， 閥浜 南知多町1翌浜 5.18 概 擁堅工 36,:is 

3 39. 2. 21 l.［ 1 手 瀬JiiIHII手 5. 73 ，, 水路工， II音梨上 36 

4 ヽ 千足 股田市T・足 5.80 ” 擁歴工，排水工 37, 38 

4-1 50. 5. 28 ，, 
” ” 1.85 ヽ ，, 

” 47, 48 

5 40. 9. 7 [1l 内 設；応町田内 7.50 ” 排水工 39,40 

6 ” 半 月 南知多町隈浜 5.34 ，， 耕(l陪工 39,40、41,42. 43 

7 41. 10. 18 猪古甲 戦根付猪占里 6.21 /I 排水工 41, 42 

8 44.11.14 大 平 ！（j¥来llII)ぐ,, 26.26 ” 
集水井，集水ポー

44,45, 46 
リング，水路工

， 58. 3. 31 赤坂 音羽町赤坂 32. 20 再
擁陸工，集水井． 44, 45, 47, 48 tl；水ボーリング

大灯II リi'1t1HI斗iMり1/J 綿
船水井，り、水ポー

46, 47, 48, 49. 50, 51, 
10 48. 2. 26 31.45 

リング
52, 53, 54, 55, 56, 57, 
58, 59 

11 ，， 骰邦 ，；？呪:ll]―｛レ！よli 43.40 ” 
染水ボーリング， 46, 47, 48, 50, 51, 52, 53, 
水路工，表面排水 54,55,56,57,58,59 

12 ', 御 lil 東栄町御I9:ii 9.87 概
擁集陪 l:，谷1J:J二， 47, 48, 49, 50, 51, 52, 

水ボーリング 53,54 

13 50. 5. 28 白浜 吉良町宮崎 6. 90 ” 
擁ll店工，集水ボー 49, 50. 51, 52, 53. 54, 
リング 55 

14 51. 4.13 小手沢 足助町小手沢 9.30 ” 排水工．法枠l: 51, 52, 53 

15 55. 4. 4 阿 寺 鳳来町阿寺 18. 23 綿
集水井．集水ボー 55, 56, 57, 58, 59 
リング

16 57. 3. 27 田代 ', F吉田 7.80 ” 集水ボーリング 58,59 

17 58. 3. 31 上1)iJ田 美浜町上前田 8.10 ” 
集水井，集IKポー

57, 58, 59 
リング

18 58. 3. 31 小 Ill 鳳来IUJ乗本 12. 41 ” 染水ボーリング 58,59 

19 58. 3. 31 多利野 “ 黄机l野 50.02 ” 集水ボーリング 58,59 
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資料





1 土砂災害の防止に関する市町村地域防災計画の

整備等の促進について

〔侶和 59年9月21日消防災第 244号］

各都迫府県知事あて消防庁次長通知

棚記については、平素から格別の御配慮をいただいているところであるが、最近

においても、依然として、台風、砥雨等に起因する土砂災害が多発していることに

かんがみ、各都道府県におかれては、土砂災害対策の充実強化に努められるととも

に、当面、下記事項に留忍し、市町村地域防災計画の整備等を一庖促進するよう管

下市町村に対して指羽の徹底を図られたい3

記

1. 災害危険箇所

(I) 災害危除箇所の再点検

最近の士石流、庄刷れ等による土砂災害が、払令の規定により指定された箇

所及び市町村が独自に災也危険があるとしては握している箇所以外でも発生し

ていることにかんがみ、市町村は、あらかじめ防災会議等において関係機関と

十分協議するとともに、地形、地質、気象条件、土地利用の状況等を十分考磁

し、適宜柚準等を設けて災害危険箇所の再点検を行ない、危険箇所のは捉の徹

底に努めること。

(2) 地域防災計画への明示

市町村は、法令の規定により指定された災宮危険区域（急姐斜地崩壊危険区

域（急拍斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第 3条）、地すぺり防止区

域（地すべり等防止法第 3条）、宅地浩成工事規制区域（宅地造成等規制法第

3条）、災害危険区域（建築基準法第 39条）等）、土石流危険涙流、山股崩椴

危険地区、崩壊土砂流出危険地区、その他市町村が独自には握した災害危険節

所について、それぞれの地域名、所在地等を地域防災計画に明示すること。

13) 災害危除地域の管即及び地域住民への固知

市町村は、は握した災害危険箇所について台帳等を整備し．定期的に巡回し

て危険箇所及びその固辺の現況は握に努めるとともに、これら危険箇所の固辺

住民に対し、災冑の危険性について！乱知徹底を図ること。

2. 警戒避難体制

筈戒避難体制の怖化については、既に「風水害対策等の弥化について（昭和59

年 5月28日付消防災第 144号）」等において通知したところであるが、土砂災害

に対応するためには、各災害危険箇所ととに具体的な警戒避帷体制、梢報伝逹体

制等を定め、これを地域住民に9月知徹底する必要があり、このため市町村は次の
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事項について特に留臨のうえ、膀戒避難体制の点検を行なうこと。

(7) 日頃から過去の災害事例等を参考とし、関係機関と協議のうえ警戒避難を行

なうぺき基準雨散等を設定しておくこと。

（イ） 気象瞥報及び避難勧告・指示等災害情報の伝達手段、方注について検討を加

え、防災行政無線の整備、休日夜間における情報伝達体制の確立を含め、迅速

かつ的確な睛報伝達のための具体的な措置を講ずること。

（ウ） 個々の危険箇所ごとに、人命の安全を旨とし、地域の実情にもっとも適した

避難場所、避帷経路及び避雅誘碍方法等を定め、これを地城防災計画に明示す

るとともに、広報紙、パンフレット等あらゆる手段により地城住民に対して瑚

知徹底を図ること。

3． 防災教育、防災訓練及び自主防災組織

地域住民が、土砂災害に的確に対応できるよう、市町村は、日頃から広報紙の

活用、巡回指碍、防災訓練等各柿の手段により、地城住民の防災忍識の高揚に努

めるものとし、その際、特に土砂災古の危険性、土砂災古時の防災活動等に関す

る知識の涸及を図ること。

また、土砂災古から人命を守るためには、迅速かつ的確な避雅を行うことが栃

めて重要であり、このため、日頃から積怖的に防災』11糾！を実施し、特に災古危険

区域においては、土砂災害を想定した実践的な避僻訓練を繰り返し実施するよう

努めることな

なお、これら地域住民の防災活動が自主的かつ組織的に行われるよう、日煩か

ら自主防災組揺の育成強化に努めること。
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2. 災 害応援に関する協定書

（趣旨）

第 1条 この協定は、窟山県、石川県、船井県、長野県、岐阜県、静岡県、愛知県、

三重県、滋賀県、又は名古展市（以下「県市」という。）において、災宮が発生

し、被災原市独自では十分に被災者の救援等の応急措骰が実施できない場合に

おいて、被災県市が他県市に応援要的する応急措骰等を円滑に遂行するため，

必要な事項について定めるものとする。

（連絡窓口）

第 2条 肌市は、あらかじめ相互応援に関する連絡担当部局を定め、災也が発生し

たときは、速やかに必要な切勢を相互に述絡するものとするも

（応援の利1類）

第 3条 応援の柿頻は、次のとおりとする。

11) 災害応急措1悦及び応急復l日に必要な資機材、物荘等のあっせん及び捉倶。

(2) 災］印応忌措附及び応急復旧に必要な医招職、技術職、技能職等の職且の

派迎。

13) 前各号に定めるもののほか、特に必要と認めて要韻した事項。

（要蘭の手続）

第4条 応援を受けようとする県市は、次の事項を明らかにして、とりあえず口頭、

宙話又は軍信により要請を行い、後に文甚を速やかに提出するものとする。

(1) 災雷の状況

(2) 必要とする資機材、物資等の品名及び数屈

13) 必要とする職員の職柿別人員

(4) 応援の場所及び応援坦所への経路

(51 応援の期間

(ti) 前各号に掲げるもののほか必要な事項

（経鈍の負担）

第 5条 応援に要した経費は、応援を受けた県市の負担とする。ただし、応援職

が業務中若しくは応援往復途上において起こし、又は受けた死但叩故等に伴う

治療、補餃等に要する経費については、関係県市が協議して定めるものとする。

2 応援を受けた県市が前項に規定する経費を支弁するいとまがなく，かつ応援

を受けた県市から要請があった場合には、応援した県市は当該経四を一時繰替

支弁するものとする。

（資料の交換）

第 6条 県市は、この協定に基づく応援が円滑に行われるよう毎年 1回、 6月末日
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までに地域防災計画、その他参若資料を相互に交換するものとする。

（その他）

第7条 この協定の実施に関し必要な半項又はこの協定に定めのない事項は、その

都度、関係県市が協議して定める。

（適用）

第 8条 この協定は、昭和 52年4月 1日から適用する。

この協定の成立を証するため、各県市記名押印の上、各 1通を保有する。

昭和 52年 3月31日

山県知市 中 田 吉

川県知事 中 西 賜

福井県知事 中 /11 平太

長野県知 西 沢 権一郎

岐阜県知事 上 松 陽 助

静岡県知'ii 山 本 敬 郎

愛知県知巾 仲 谷 義 明

三印屈知 田 Ill 売..9ー

滋賀県知 武 村 iE 義

名古岸市長 山 政 雄
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3 ̀ 愛知県の災害情報等の伝達システム

国から県・市町村等を通じる情報伝達システムの体系は、

災害時に最も有効な伝逹手段である無線回線を中心として、

今後の課題について検討することとする。

情報伝達システムの体系

次のとおりであるが、

その現況と問囮点及び
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市町村が開設する無線回線
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1. 愛知県防災行政無線回線

（現況〕

本県の防災行政無線は、昭和 28年度に地方行政用無線として発足したが、昭

和 43年 5月の十勝沖地震を契機として、昭和 45年に郵政省において防災行政無

線の免許方針が制定され、昭和 49年度に現行のシステムに再編整備し、現在まで

幣備拡充及び連用管狸体制の強化に努めてきている。

(1) 固定系（放送局ホットラインを除く。）

県本庁を統制局とし、県下 4ケ所の無線中継所を経由して、県地方機関、国

等防災関係機関及び 87市町村を無線屯話回線で結ぶ即時通話方式を採用する

ほか、全局又は閲係機関ととの音声による一斉指令機能及び通話の統制機能を

有している。

本県の情報収集伝逹手段としては、軍要な通信）レートであり、平常時から

全の体制を確立しておかなければならない。しかし、市街地の拡大及び建築物

の腐胴化等に対応した無線回線の品質確保が要求される一方、電子通信技術の

革新、防災対策の近代化及び麻度化など、社会情勢は急速に変化している。ま

た、これらに対応し、郵政省の免許方針等も改正され、ンステムの強化及び更

新整備等が必要となっている。

したがって、次のような問題点があげられる。

ア 県地方機関及び市町村が使用している無線回線は平均 15機関に 1回線し

かないため、大規模災害及び近年の多様化している災害佑報に対処できない。

イ 回線梱成において、中継所への依存度が，｝＼『く、一つの中継所が被災した場

合、多くの市町村の回線が途絶するおそれがある。

ウ 音声による伝達のため、災害時の場合、地図及び図形等が送れない。また、

緊芯時に聞き間迎い等が生じやすく、誤報による社会的混乱を引起こすおそ

れがある。

工 都市の高肘化等の社会牒院の変容により、回線品質の劣化等、通信回線が

限界の状況1こきている。

(2) 移動系

本県では、全県移動系及び地区移動系（尾張・三河部）に分かれており、全

県移動局は本庁に 5局、地区移動局は、県事務所及び土本事務所等に 182局配

骰している Q

陸上移動局は、その機動性を生かし、災害現地等から僅接梢報収集できる体

制をとっている。

この移動回線も固定系と同様、社会即度の著しい変化により屯波が届かない

不感地帯が多く発生しつつある。

{3) 放送局ホットライン

昭和 56年度に、愛知県庁と日本放送協会名古屋放送局及び民放 6社の間に
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無線ホットラインを設定した。これは、 「災害時における放送要請に関する協

定」等に基づき県からの梢報を放送局ヘ一斉通報し、放送局からテレビ、ラジ

オによりその情報を住民へ伝達するシステムである。このンステムは警戒宜言

発令時を始め、地設発生後においても極めて有効であり、市町村からの放送依

頼についても十分対応できる。

c課題 J

(1) 防災行政用無線

防災行政用無線については、社会踪橡、屯波法関係規則等の改正、防災情報

の増大及び多様化、無線設備等の経年劣化及び技術革新など、再編賂備を必要

とする要件があり、次の項目を充分考慇して新しいンステムの幣備を進める必

要がある。

ア 災害対策実施上、軍要な機関には、防災行政無線の設骰などについて再検

討すること。

イ 各柿災害情報を多屈に迅速及び正確に収集伝達できるシステムとすること。

げ） 県地方機関及び市町村の多ルート化の採用（マルチチャンネルアクセス

方式）

（イ） 高速ファクシミリの羽入（県地方機関及び全市町村等を対象）

ウ 平常時において、一般行政事務への対応が充分できるシステムとすること。

パーソナルコンビュ＿夕等の接続

工 回線梱成において、無線中継所が災害等により被災した場合の影態を少な

くするため、各中継所を結ぶ多璽幹線）レートをループ状に栴成するシステム

とすること。

オ 移動回線は、不感地帯をなくすること。

(2) 放送局ホットライン

瞥戒宜言発令時等においては、県や市町村に対し情報の確認や各種対策の実

施状況の確認及び要望等の屯話が殺到することが予想されるため、この放送局

ホットラインを利用し、県、市町村からの呼びかけや対策実施状況等をテレビ、

ラジオにより（主民へ伝達すれば、こうした県、市町村に対する虚話の殺到も若

干は緩和できると考えられる。

したがって、今後は、県から伝逹する情報の種類、内容、文案等について 57

年 3月に当プロジェクトチームが作成した「地震対策広報文例集」などを袖に

してさらに検討を進めていく必要がある。

{3) 通信術屋 (CS-2) 

現在、消防庁と愛知県を結ぶ地上無線回線が 1回線あるが、この回線は、多

数の無線中継所により接続されているため 1箇所でも災害により機能がマヒし

た場合、情報連絡手段が途絶えてしまう。これに対し、術屏通信は、中継所が
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宇宙にあるため、災害等に関係なく安定した通信ルートを確保できる。

本県では現在、昭和 58年 2月に打上げられた通信術星さくら 2号 (CS-2)に

より、消防庁及び愛知県庁に地球局を設附し、昭和 59年 11月に術屋通侶の迎

用開始をめざしている。

また、地上回線である防災行政無線が被災した場合、移動用地球局を配備す

れば災杏現地と県庁及び消防庁にも直接回線を設定でき、県防災行政無線のパ

ックアップ回線として有効である。

(4) ヘリコプターテレビシステム

ヘリコプターのもつ機動性、広域性を活用してヘリコプターにテレビ搬J；抄装

骰を搭載して災＇甚現場の実態を搬影し、これを無線信号で柚地局に送り、その

生画像を警察本部や県庁災古対策本部に送信する、ンステムである。

本県では、昭和 60年度に述用開始をめざして、現在工事中である。

2. 市町村か開設する無線回線

し現 況〕

市町村が住民との間に設定する＇情報伝逹収集万法としての無線回線は、防災行

政無線（移動系・同報系）、消防無線がある。

現在、開設している市町村は、防災行政無線（地万行政無線を含む。）の移動系

が 57市町村、同報系が 11市町村及び消防無線が 87市町村である。

地方行政用無線及び防災行政用無線の賂備状況

地方行政用無線 防災行政用無線
区 分 消防無線

移動系 同報系 移動系 同報系

市 18 

゜
6 2 30 

町 村 19 3 14 6 57 

/I 37 3 20 8 87 

(1) 防災行政無線（移動系）

従前は、地方行政無線として市町村に免許されていたが、 Il/4和 53年度に郵

政省により免許方針が改正され、防災対策を目的とした防災行政無線となった。

そのため地方行政無線から防災行政無線への移行が急務となっている。

この移動回線は、市町村役場に基地局を設骰し、拙帯型及び車載型の陸上移

動局を配備しているので、災害現地等からの情報収集活動に極めて有効である。

また、災害対策J::必要と認められる防災関係機関等に対して、可搬局及び受信

設備を設骰することにより、災害の発生時等にいち早く連絡することができる。

隣接する市町村と災害応援協定等を結んでいる市町村は、市町村広城共通波
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を持つことができるため、災害時に隣接市町村との情報交換、依頼等ができる

が、本県にはまだない。

広域に行政区城を有する市町村については、無線設備を搭載している公用rlI

にファクシミリも搭載できるため、災害現地と災害対策本部間において、地図

又は図形等を伝送することにより、迅速かつ正確な情報伝逹ができる。

(2) 防災行政無線（同報系）

テレビ、ラジオによる広報対象は広範囲なため、その内容が総合的なものと

ならざるを得ないが、同報無線は、市町村単位で設骰されるので、地域住民に

密着した情報を伝達することができるとともに、放送と同じように同時に多数

の住民に情報が提供できるため、瞥戒宜言を始めとし、避難勧告等の行動指示

梢報を提供する手段としてh原めて有効である。

平常時において、農業協同組合等の利用も認められるため、住民サービス等

の面において利用範囲が広い。

今までの免許方針では、屋外受伯設備を主体とし、犀内受信機は空港、基地

等の固辺、寒冷地、山間辺地及び困外方式では目的逹成が困難であるため、特

に必要と認められる場合に限り設骰することができるとされていたが、現在で

は、防災対策 J::必要と認められる機関等に対しては設附が認められている。

問題点としては次の点があげられる。

ア 屋外受信設備は、一斉通報すると相互に F渉して1i彫えにくくなるとともに

交通騒音等の影曹を受ける。また、地域によっては、犀内等に居た場合間え

ない所もでてくる。

イ 屋外受信設備のスビーカの音鼠をあげると平常時に市民広報として利用す

る際に、軸音公古となるおそれがある。

13) 消防無線

各市町村における消防無線は、 'ti,j報収集活動及び辿営管狸面において平常時

から習熟しているため、災害発生時にも大きな役割を果す。

また、隣接消防本部と相互に応援しながら消防活動を行う必要もあるため、

県内共通波及び全国共通波を保有している。

現在、郵政省において消防無線の見直し作業が進められており、今後、周波

数の割当て瑚加及び利用範囲の拡大が望まれている。

しかし、問如点としては次の点があげられる。

ア 消防無線を防災行政無線の替りに使用すると、災害時においては消防業務

による通信もふくそうするため、災害対策本部から直接住民へ情報を伝逹し

ようとしてもできない場合がある。

ィ 消防無線の柚地局の県内共通波等については、現在市町村の消防波と設備

共用しているため、双方の通信ができず、災書発生時にはどちらか一方の情

報収集伝逹機能がストップしてしまう。
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ウ 消防組合の消防無線については、組合本部が通信を統制するため、組合構

成市町村の防災情報収集伝達活動には利用できない。

〔 課題〕

現在、郵政省屯波監雌局から、混信が多く老朽化してきている地方行政無線か

ら防災行政無線への早期移行の行政指羽がなされている。

したがって、防災行政無線の新規計画及び強化を図るうえで、次のことを検討

していく必要がある。

ア 隣接市町村と災害応援協定等を締結し、市町村広域共通波により愉報連絡）レ

ヽートを確保する。

イ 移動系の無線設備を広報車等に搭載していく。

ウ 一定の手続により、自主防災組餓に移動系の無線設備を持たせて市町村役場

と地城住民間の情報伝達収集）レートを確立する。

工 同報系の彫内受信設備は、防災対策上必要と認められる機関等（自主防災組

織等を含む。）であれば特定地域（寒冷地、空港）乱辺等をいう。）に限らず設I悦て

きるため、今後は同報系屋内受信設備の整備を積極的に推非する必要がある。

オ 固報系の屋外受信設備は、風向きにより音圭の到逹距離が変化することを

磁し、騒音の多い市街地に設骰するより、学校、公民館、公固、農作業均等に

設附する方が逸している。

カ 同報系犀外受伯設描の作動、ノステムは、エコーが生じないようにグループ別

に動作させる設計とすること。

キ 消防無線1こついては、晶地局の無線設備を市町村消防波、県内共通波、全国

共通波の固波数切替方式ではなく、各瑚波数ととに専用の無線設備を設骰すれ

ば、それぞれに梢報収集伝逹活動が行えるため、情報l心の増大及び辿1日のふく

そうに対処できる。

タ 消防組合を構成している市町村は、組合本部が消防無線を統制するため、行

政区城内における情報収渠伝遥活動を行うためには、凹豚的に防災行政無線等

の碍入を図る必要がある⇔

ケ 大地の石油及び高圧ガスを保有する石油コンピナート等特別防災区域が存す

る市町村にあっては、コンピナート災害対策の重要性にかんがみ、地店により

有線回線が途絶した場合に揺えて、市町村（消防機閲）と石油コンビナートの

特定事業所等とを結ぶ防災相互通信用無線局の1柊備を図る必要がある。
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防災相互通信用無線局幣備計画

消防機関
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3. 広報車

1現況 J

広報[IIにより広報活動は、機動性があるため特定地域に発生した災'ilf等に対処

するには仰めて有効である。（例えば、山くずれや律波危険地域等に対する避帷

広報である。）

間也点としては次の点があげられる。

（］） 機動性を有する反面、広範囲に一斉広報することはできない。

(21 地虚災古時には、逆路の不通や迅路の渋滞のため、広報活動に利用できない

場合がある。

(3) 住民に広報内容を徹底するためには、時速 10~20位程度の速度で走る必要

があり、簡Iり］な広報文を伝心する場合でも長時間を要する。

〔課題！

広報車の機動性を生かして、山くずれ危険地域など、特定地域に対する広報に

"l点を『'’tき、一般広報としては、同報無線や有線放送に対する補完的広報として

位『＇，'づける必要がある。

また、時速 10~ 20畑で走行しながら広報するため、広報文をできるだけ分か

りやすく、短くし、 ＂詳しい内容はテレビやラジオで確認してください”という

ように広報の方法を工夫する必要がある。
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4. サイレン、警鐘

〔現況〕

音声による広報でないが、即応性及び広範囲に注恋等の喚起をするには栂めて

有効である。

県下 88市町村のうち 78市町村において、情報伝達手段として位爵づけており、

今後も補完的に軍要な伝逹手段である。

サイレンには、無線又は有線による方式があり、無線方式では消防用サイレン

及び防災行政用サイレンがある。

問題点としては、次の点があげられる。

(1) サイレン及び瞥蹄により梢報を伝達する信号の柿類としては、「地震防災侶

号、消防信号、水防信号及び津波椋識一覧」に掲げる 19種類の信号があり、

住民がこれらの信号を j]：：しく判別することは困難であると考えられる。

(2) サイレン及び瞥節は風向き、交通騒音、アルミサッシ窓の普及、テレビ音な

どの影密により犀内において1仕jこえない場合もある。

13) 消防用サイレンでは、地震防災信号を送出することができない。

〔課也）

地域任民がサイレン、瞥蹄の内容を jEしく雌解できない場合があるため、注忍

映起手段として位附づけ、サイレン、瞥蹄が1姐こえたすぐにテレビ、ラジオ等に

より柏報を雁認するよう任民に対し指祁する必要がある。

瞥／戌宜言等を防災行政無線の同報系により伝逹する際には、まず無線サイレン

により地店防災に号を送出し、注、磁映起を促したうえで、音市による広報を行う

ことが哨ましい。
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地虚防災信号、消防 、水防信号及び沖波椋識一覧

種 別 I 誓 蹄 サ ィ V ン
根拠
法令

地 震防災 信号，I I 
(5点） 各約45秒

I ！大震法
約15秒

近火偕号
（辿点） >=-"約3秒約2-秒 • 

火 (3点）
出湯信号

＇「
9, .~ 

旱約6秒— ←|  
消 災

応援信号
(2点） ！ 消「. f ↑ , -

I 
信 ., 

報知信号
(1点） I 

防
号

． ． ． ． ． 
！l 鋲火信号

(1点と 2点の斑打）
防． 9 n ． 9 9 

倍
災山 出楊信号 i 
信林

(3点と 2点との斑打） 約10秒
！ 

「↑ r 
｛ 

約2秒 I 

号火，応援信号

号
， 法

: 
報火 火災笞報号 (1点と 4点との斑打） 約30秒

信災 発令信
． ． 約6秒

号警
火災咎報 (1点2個と 2点との斑打）

旱 tL約8秒
約1分

解除伯号 ...・・・-
涼習召其低号 I (1点と 3点との斑打） 約l5秒

警 0, • ＂枷鱈 n ，鵡 約6秒， 

水防警報信号
(2点と 3点との斑打） ！ 約60砂

1)，゚”＂mo,o u，論-難〇 ! 
約60秒 及愛

水
： 

び知

出 動 個 号：； ~.(~ ~ ~ 3~ ~ 点~） 二
約6秒 一

L 標県
~ ~ 9 9 

防 式規

応 扱 信 号
(2点） ：•｛-==均5秒 約6秒 . 

に則

9 1 ,~,~ 
"' ’’ 函

信＇
I （迎点）

-約3秒約-2秒 ・ （短声迎点）

す

遮 難 信 号 る防

号 規信

水防警報解 除 信 号
(1点と 2点との斑打） ＇則号

● r ● 9,  
ヽ

i (3点と 2点との斑打） 約10秒約2秒
江 禅波注磁報栢 識 ヘ予

』 l f ' 気象報

波
津波注謡報及び (1点2個と 2点との斑打）

平約に3秒
約1分 庁警

蔀波警報解 除 標 識 ..「 告報

籾 津波笞報際臨I | -< 2点-） 謳
示標

0 『 約6秒． 
， 璽識

ニ規

玲g 
大津波誓報標臨

（迎点）
亭約2ー秒 ， （短声辿点） ？則
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5, 有線放送

〔現況〕

現在 88市町村のうち 32市町村に有線放送設備が設閻されているが、犀外拡出

装附は 1市町村当り平均 27箇所（隠」、 1箇所、最大 94箇所）であり、犀内拡声

装附は 1市町村当りの普及率は平均 50彩弱（最Ij、4.5 96、最大 10096) の家庭

に設骰されている。

問題点としては次の点があげられる。

(1) 現在、新規に設置を計画している市町村はなく、むしろ滅少伯向にあり、設

備の老朽化が進んでいる。

(2) 市街地の高密度化などにより、建柱や配線等について制約を受けやすい。

13) 有線放送を開設している機関は、市町村より製協等の団体が多いため、枯・報

伝達の相手方がl塁家等に限定される。

(4) 屋外拡声装iFi（こついては、同報系の屋外受信設備と同様、騒音等による影開

がある。

〔課組〕

有線放送設備は、地震発生時において有線ケープルなどの断線により使用不能

となるおそれもあるため、笞戒宜言など発虚前の＇情報伝逹用としては有効である

が、発虚後の情報伝逹用としては適していないので、今後は、防災行政無線（同

報系）に切替えていく必要がある。

（有線放送）

屋内拡苗装附
切替え

屋外拡苗装骰

6. 目主防災組織等による口囲伝達

〔現況〕

（防災行政無線［同報系））

屋内受信設備

> 岸外受信設備

地域に密着したきめこまかい情報を伝逹することができるが、次の問題点があ

げられる。

(1) 末端までの連絡体制が確立されていないと、＇防報が立ち切れになるおそれが

ある。

(2) 口頭による伝達は、情報の変容の恐れがある。

13) -ijff一軒連絡してまわる場合、地区によっては相当の時間がかかる場合が

ある。

(4) 屯話により連絡する場合は、屯屯公社による一般屯話の利用制限が行われた

ときの代替方法を決めておく必要がある。
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（課題）

自主防災組織、町内会ととに連絡系統、連絡員、代坤者等についてあらかじめ

めておき、今後は自主防災組織による情報伝達訓棟を毎年喫施するよう、自主

防災組織に対して指導する必嬰がある。

住民への災害情翰伝逹メディアのまとめ

住民への情報伝逸メディアの種類と特色をまとめてみると次表のとおりである。

I 
情報伝逹

◎伝゚箭達報す大盤る
伝逹 の 伝逹範囲1こ 地震信災頼害時性 「主〇△と要レてや補伝油完逹遜や的す手手る返段陵か＼ メディアの
◎0確確ゃ実性実 問蹂俎も砂， の

（△ ？¥) I ＼ や確実 \)!r\,!©区なほとんどt~い~)＼I塁度 あ彗王あ哀る＼｝ 
稲類 △不確実 あ ありな

◎報県音声にレペ返のルすみ、のる情
◎ 

◎カ（ルと全局国ん局ど）普ロ及ー i 1 I ◎ 
◎地共箆に発適生す前る後

広 ラジ オ 1は/し

していろ
域

◎音に伝声逹、画像共 ◎ ◎ （全国ル局屁、 口＇！ I I i △停電、家庭用 ◎地震発生前が

できる 1iI゚ ，1I ーカ 笞） アンテナの約

最適
用 テレビ ほとんど及犀ぁのおそれが

している る

I II ◎ 0股齢家庭に限 ◎ ◎闘普及すれば市
同(報無線 られる：I 

レベルの

屋内） に最適

◎ 
I 1iI， 0騒の影音明珈確、地にに形よ等り

0難聴地域対策Ii◎ ， ◎避民難館場等所に設、公紺
市 同（崖稼無外線） 

が必要
不 なる する、市街地

は不適

町 ◎ 

I◎ 

亨家庭に限iI △断綜のおそれ 0地震発て遥生前すに
線 放送 れる がある おい る

村 内）
? 

域 ’◎ 〇函影音脚、地あ形等 0難聴地域対策 I1 △断が線あのおそれ △地震発生前に

有（屋線放外送） のり が必要 力る おいて遥する、

I i 
市街地は不適

用

サイレン △防音き声災な信はい号伝の途みでI！ 1 △解音憶のし長ないさをと理記 ◎ 
： △ 

△注意、 咲て気考手

警鐘 できない 段る必と要しがあえる

I 

0走行中は 2報ol！△問舵性きもらす可 lI△道路沿...いの叫I0道路の渋滞、 △特定地域用と

特； 広 報車
秒文程に度なの情 があろ 民に限られる 不通のおそれ して適する

る がある 一し般て地は不域用適と

0メモ書度きでらきl1o聞き伝えはシ危配 lI0ー戸一戸回tろ力こ;I1 ◎災害時におい
△特異事熊時の

用 1I自主連防 災 る程に限 険布，チラ ため時間が て特に機能を 惜報伝逹用で
組踪絡 れる 等が望まし かるが全戸 発が望揮すること ある

い 徹底できる まれる
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